
令和 7年度第 1回安塚区地域協議会次第 

 

日時：令和 7年 4月 22日（火）午後 6時 30分から 

場所：安塚区総合事務所  3 階  301 会議室 

 

1 開 会 

 

2 報告事項 

⑴ 廃校施設の利活用に関するサウンディング（民間対話）型市場調査の実施について 

【資料 No.1】 

⑵ 令和 7 年度安塚区における主な事業について           【資料 No.2】 

 

3 自主的審議事項 

⑴ 旧安塚中学校の利活用について                                  【資料 No.3】 

 

4 その他 

⑴ 次回開催   月  日（ ）午後  時  分から 

⑵ その他 

 

5 閉 会 





２ 調査の対象施設

本調査の対象施設は次のとおりです。以下の※以外は、「建物（校舎等）」及び「敷地」が

調査対象です。

※№1 旧古城小学校 本調査の対象は「校舎」及び「敷地」であり、「体育館」は対象外で

す。 「体育館」は引き続き選挙投票所として利用予定です。

※№7 旧大島中学校 本調査の対象は「給食室を除く校舎」及び「敷地」です。「給食室」

を大島学校給食センターとして一部利用中であり、他の用途で利用する場合は、

給食室の出入口や電気、水道、浄化槽等の分離が必要です。

※№9 旧源小学校 本調査の対象は「校舎」及び「敷地」であり、「体育館」は対象外です。

現在、「体育館」は源生涯学習センターとして利用中です。なお、「校舎」には耐震性

はなく、消防設備に修繕が必要です。

※№11 旧山部小学校 本調査の対象は「校舎」及び「敷地」であり、「体育館」は対象外

です。現在、「体育館」は地域の団体に貸付中です。

※№13 旧上杉小学校 本調査の対象は「校舎（ランチルーム含む）」及び「敷地」です。

現在、「ランチルーム」を選挙投票所として利用中ですが、R8年4月以降、選挙投

票所は他の施設に移転する予定です。
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№ 学校名
所在地

(全て新潟県上越市)
閉校時期

避難所
指 定

選挙投票
所利用

１ 旧古城小学校 港町二丁目588 R4年3月 あり あり

２ 旧沼木小学校 安塚区朴の木26 H5年3月 なし なし

３ 旧船倉小学校 安塚区上船倉804-1 H8年3月 なし なし

４ 旧安塚中学校 安塚区石橋6 R6年3月 あり なし

５ 旧末広小学校 浦川原区飯室934-1 H29年3月 あり なし

６ 旧中保倉小学校 浦川原区小谷島39-2 H29年3月 あり なし

７ 旧大島中学校 大島区上達600 R6年3月 なし なし

８ 旧黒岩小学校 柿崎区黒岩2454-3 H3年3月 なし なし

９ 旧源小学校 吉川区山直海801-1 H15年3月 なし なし

１０ 旧宮嶋小学校 板倉区宮島180 R3年3月 あり あり

１１ 旧山部小学校 板倉区山部253 R3年3月 なし なし

１２ 旧寺野小学校 板倉区久々野2732-4 H17年3月 あり なし

１３ 旧上杉小学校 三和区今保583 R7年3月 あり
あり
(R8.3 月 ま で

の予定)

１４ 旧美守小学校 三和区本郷688 R7年3月 あり あり

15 旧下名立小学校 名立区杉野瀬9 H14年3月 なし なし



３ 調査の参加資格

本調査の参加資格は次のとおりです。

〇 参加者は、対象施設の有効活用に当たり、自ら資金を用意し、実施主体となる意

向を有する法人又は法人のグループ、それら法人又は法人グループへの仲介事

業者とします。（上越市内、市外は問いません）

⇒なお、本調査は、市の財源確保や将来的な財政負担の軽減等を主な目的として

いることから、市に対し、公費を投じて廃校を利活用するよう求める提案をする

法人又はグループは、本調査の趣旨とは異なり、調査の参加対象ではありません。

〇 また、次のいずれかに該当する場合は除くものとします。

⑴ 上越市暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団若しくは暴力団員等
又は暴力団若しくは暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の4の規定により、一般
競争入札の参加を制限されているもの
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４ 調査の内容

本調査の内容は次のとおりです。 以下の⑴～⑼のすべての項目について、利活用の

アイデア等をお聞かせください。

⑴ 希望する物件番号（№）、物件名

⑵ 利活用のアイデア

・長期に渡り持続可能な事業で、地域の活性化にも寄与するアイデアを期待します。

・施設全体を一括して活用することを基本としますが、施設一部の活用アイデアで

あってもお聞かせください。なお、その場合は、活用しない部分で、他の法人や

団体等の活用を制限する必要がある場合は、あわせてお聞かせください。

・一部廃校は、災害時の避難所や各種選挙の投票所となっています。避難所や投票所

として継続利用が可能か、お聞かせください。

⑶ 希望する取引形態 （譲渡（売買）、貸付け）

⑷ 譲渡（売買）及び貸付けにあたっての希望価格

⑸ 事業の想定スケジュール

⑹ 施設整備・改修等の内容（改修等を想定する場合）

⑺ 物件の活用の周辺地域への影響・効果について

⑻ 周辺地域への貢献や地域コミュニティとの関わり方に関する考え

⑼ 事業実施にあたり、市に期待する支援や、配慮してほしい事項等（金銭的支援は

除く）

【 調査にあたっての留意点 】

○ 本調査対象物件については、譲渡（売買）による取引形態を基本としますが、貸付を

想定したご提案も受け付けさせていただきます。

○ 本調査対象物件は、かつて地域の中心であった上越市立の小学校、中学校の廃校で

あり、地域と協議した上で、利活用方法を決定する予定です。

○ なお、本調査は、市の財源確保や将来的な財政負担の軽減等を主な目的としている

ことから、市が事業実施主体となり、公費を投じて廃校を利活用するよう求める提

案は本調査の趣旨とは異なり、本調査の対象とはなりませんので、ご留意ください。
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５ スケジュール

スケジュールは次のとおりです。

１ 実施要領の公表 令和7年４月４日（金）

２ 説明会

参加申込受付期間 令和7年4月４日(金)～４月１７日（木）正午

実施日 令和7年４月２３日(水) 14時～15時

３
現地見
学会

参加申込受付期間 令和7年４月４日（金）～５月２日（金）正午

実施日

廃校毎に実施します

1日目 令和7年５月９日（金）
（廃校№2旧沼木小、№3旧船倉小、
№4旧安塚中、№5旧末広小、
№6旧中保倉小、№7旧大島中）

2日目 令和7年５月１５日（木）
（廃校№10旧宮嶋小、№11旧山部小、
№12旧寺野小、№13旧上杉小、
№14旧美守小）

３日目 令和7年５月２１日（水）
（廃校№1旧古城小、№8旧黒岩小、
№9旧源小、№15旧下名立小）

４
市場
調査

申込期限 令和7年６月４日（水）正午

実施日等の通知 令和7年６月９日（月）頃

調査の実施期間
令和7年６月１１日（水） ～６月３０日（月）
※但し、土日は除く

５ 調査結果概要の公表 令和7年７月（予定）



７ 現地見学会（廃校バスツアー）
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６ 説明会

本調査にあたり、説明会を行います。

○ 開催概要

・ 開 催 日 時 ： 令和7年４月２３日（水） １４時から１５時まで
・ 会 場 ： 上越市役所 木田第一庁舎4階401会議室

（新潟県上越市木田1-1-3）
オンライン（zoom）でも同時開催します

・ 参 加 費 ： 無料

＜ 申込方法 ＞

参加希望者は、次のとおり電子メールでお申し込みください。
・ 宛 先 ： shisan@city.joetsu.lg.jp
・ メールの件名 ： 市場調査の説明会参加申込み（法人等名称）
・ 記 載 事 項 ： ⑴ 担当者名、⑵ 連絡先電話番号、⑶ 説明会参加人数、

⑷ 説明会参加者氏名、⑸ 参加方法（会場参加またはオンライン
参加の別） をご記入ください。

・ 申 込 期 限 ： ４月１７日（木）正午

※説明会に参加されない場合でも、市場調査に参加いただけます。

廃校を巡る「現地見学会」（廃校バスツアー）を行います。利活用のイメージを具体化する
ため、実際に廃校をご覧ください。

○ 開催概要

・ 開 催 日 ： １日目 令和7年５月９日（金） （廃校№2、3、4、5、6、7）
２日目 令和7年５月１５日（木） （廃校№10、11、12、13、14）
３日目 令和7年５月２１日（水） （廃校№1、8、9、15）

・ 時 間 ： バス出発時間 各 日 ８時５０分
バス帰着時間 １日目 1７時０0分頃、2日目 15時２０分頃、

3日目 1５時４５分頃
・ 集合時間、バス発着場所 ： 各日午前８時４５分 上越市役所 木田第一庁舎西口

（新潟県上越市木田1-1-3／
えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン春日山駅徒歩３分）

・ 参 加 費 ： 無料 （昼食代は各自負担です）

＜ 申込方法 ＞

参加希望者は、次のとおり電子メールでお申し込みください。
・ 宛 先 ： shisan@city.joetsu.lg.jp
・ メールの件名 ： 市場調査の現地見学会参加申込み（法人等名称）
・ 記 載 事 項 ： 現地見学会参加申込書に必要事項を記載したうえで、メールに

添付してください。
・ 申 込 期 限 ： 5月2日（金）正午

※現地見学会に参加されない場合でも、市場調査に参加いただけます。



本調査は次のとおりです。

○ 実施概要

・ 実 施 期 間 ： 令和7年６月１１日（水）～６月３０日（月）
・ 時間及び場所 ： 別途、市から参加希望者に対し連絡します。
・ 所 要 時 間 ： ３０～６０分程度／１法人当たり
・ 調 査 方 法 ： 市場調査は、申込みに当たって事前に提出いただくエントリー

シート(＊)をもとに、個別に聞取り調査を行います。
その他、ご提案の内容に応じて、事業スケジュールや資金計画な
どについても聞取りを行います。
＊ 上越市ホームページからダウンロードしてください。

・ そ の 他 ： 説明の補足等で別途資料を作成する場合は、5部を当日持参く
ださい。
オンライン（Ｚｏｏｍ）による対話調査も可能です。

＜ 申込方法 ＞

参加希望者は、次のとおり電子メールでお申し込みください。
・ 宛 先 ： shisan@city.joetsu.lg.jp
・ メールの件名 ： 廃校利活用市場調査の参加申込み（法人等名称）
・ 添 付 事 項 ： エントリーシートに必要事項を記載したうえで、メールに添付して

ください。
・ 申 込 期 限 ： 令和７年６月４日（水）正午

7

８ サウンディング（民間対話）型市場調査

〇 調査結果は、市ホームページ等で概要を公表します。

〇 ただし、公表内容については、事前に参加者に確認します。

○ 参加者の名称、企業ノウハウ等に関する内容及びp3「４ 調査の内容⑷譲渡や貸付

けにあたっての希望価格」は公表しません。

９ 調査結果概要の公表



１１ その他

○ 本調査の実施時期以外でも、利活用の提案があれば、受け付けいたし

ます。

○ 調査について、ご不明な点などがございましたら、下記担当までお問い合せくだ

さい。

【問合せ先】
上越市 財務部 資産活用課 資産活用係
住 所 〒９４３－８６０１ 新潟県上越市木田一丁目１番３号
電 話 025－52０－５６42（直通）
メール shisan@city.joetsu.lg.jp
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調査の留意事項は次のとおりです。

⑴ 参加者及び調査内容の取扱い
本調査への参加実績は、今後、本調査の結果を踏まえ、物件の有効活用を図る事

業者選定を行うことにした場合において、評価の対象とはなりません。
また、提案内容は、今後の検討における参考とさせていただくものであり、提案内

容の実現を約束するものではないことをご理解ください。

⑵ 市有財産処分に係る法規制
原則として、市有財産処分に当たっては、関係法規で「適正価格」による譲渡、貸付

けであることが規定されています。

⑶ 費用負担
説明会や現地見学会、本調査への参加、資料作成に要する費用は、参加者の負担

となります。

⑷ 追加調査への協力
本調査終了後も、必要に応じて追加の調査（文書照会を含む。）やアンケート等を

実施させていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

１０ 調査の留意事項





 

 

⑵ 提案の主な内容 

  

 

① 希望する取引形態 

 （売買又は貸付け） 

・ 更地の状態で土地を売買又は貸付け 

・ 土地建物を貸付け 

② 施設の活用方法 

・ 既存建物を活かしたうえでの活用 

  →複合施設として利用 

・ 既存建物を取り壊したうえでの活用 

  →テナント誘致用地として利用 

③ 売買や貸付けに当

たっての希望価格※ 

  

④ 周辺既存施設への

影響について 

・ 北側市施設を含めた周辺既存施設への人流の増

加 

・ 近隣施設との相乗効果及び近隣施設利用者の利

便性向上 

・ 北側市施設との連携の検討 

・ 地域雇用の確保 

⑤ 取引に当たり市に

配慮してほしい点 

・ 更地（地中埋設物等も撤去）にて引渡しを希望 

・ 要領（別紙 1）中の点線部分について、地中埋

設物が無い状態で売買又は貸付けを希望 

※要領の規定により非公表 
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令和７年度 安塚区における主な事業 
（単位：千円） 

事             業 課   名 予算額 

１ 町内会集会場設置費等補助金 地域政策課 715 

 ○町内会の集会場や設備の新設などに対する補助金 

・エアコン設備更新 1町内会（715千円） 

２ 安塚コミュニティプラザ管理運営費 地域政策課 11,617 

 ○コミュニティプラザの管理運営 

・受付業務、法定検査業務等を外部委託し適切に管理する。 

・エレベーターや消防設備などの安全運用のため、定期的な点検と必要な修繕を行う。 

 

３ 消防器具置場整備 危機管理課 875 

 ○消防器具置場等の解体撤去 

・ホース乾燥塔解体撤去工事 1か所（朴の木地内 875千円） 

 

４ 地域独自の予算事業 ― 5,467 

 〇地域の課題の解決や活力の向上に向けて地域の団体や地域協議会などが提案する取組を、地域

と市が一緒になって実現していくための予算 

・やすづか「小さな祭り」開催事業  

NPO雪のふるさと安塚 1,197千円  浦川原区産業G（農村振興課） 

※安塚地域産業振興施設管理運営費に計上 

・「郷土が料理2025」スローフードフェア開催事業  

NPO雪のふるさと安塚 676千円  浦川原区産業G（農村振興課） 

 ※安塚地域産業振興施設管理運営費に計上 

・山のうえの雪まつり事業      

山のうえの雪まつり実行委員会 1,287千円 浦川原区産業G（観光振興課） 

 ※安塚区観光振興対策事業 

・山のうえ真夏の雪まつり事業    

山のうえの雪まつり実行委員会 893千円 浦川原区産業G（観光振興課） 

 ※安塚区観光振興対策事業 

・安塚リーバーサイド「小さな桜まつり」開催事業 

NPO雪のふるさと安塚 1,225千円  浦川原区産業G（観光振興課） 

 ※安塚区観光振興対策事業 

・棚田等の維持・活用に関する研修・交流会事業 

エコ・ヴィレッジ大原 189千円 農村振興課中山間地域農業対策室 

 ※棚田地域振興事業 

５ 安塚区地域振興事業 地域政策課 100 

 〇直峰城歴史交流事業補助金 

・安塚区にゆかりのある地域の人たちを安塚区に招き、関係者から直峰城について聞くなど歴史

を学びながら地域のことも知ってもらい、交流を深めるための経費に対して支援を行う。 

資料 No.2 
令和 7 年度第 1 回安塚区地域協議会 

令和 7年 4月 22日 
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令和７年度 安塚区における主な事業 
（単位：千円） 

事             業 課   名 予算額 

６ ゲートボールハウス等管理運営費 高齢者支援課 1,104 

 ○安塚多目的交流施設の管理運営 

・安塚多目的交流施設の適切な維持管理を行い、交流の場を提供することにより、地域の活性

化、市民相互の連帯感の醸成及び市民の健康増進を図る。 

 

７ 安塚区地域生涯学習センター管理運営費 社会教育課 8,454 

 ○安塚区地域生涯学習センターの管理運営 

・４つの地域生涯学習センターの維持管理を行い、地域における生涯学習や生涯スポーツ活動を

推進する。 

 

８ 安塚地区公民館事業 社会教育課 218 

 ○安塚区内における各種公民館事業の実施 

・「学びの輪が人を育み地域を支えるまち」をめざし、青少年、成人、高齢者を対象とし、区内

各会場で講座を実施する。 

 

９ 安塚区体育施設管理運営費 スポーツ推進課 8,143 

 ○安塚区体育施設（安塚Ｂ＆Ｇ海洋センター、和田スポーツ公園）の管理運営 

・利用者が安全にスポーツ活動をできるよう、施設の運営及び維持管理を行う。 

 

 

10 安塚区スクールバス等運行事業 学校教育課 11,030 

 ○スクールバスの運行 

・遠距離通学児童・生徒の安全確保と負担の解消を図る。 

 

 

 

11 雪国文化村リゾート推進事業 観光振興課 348,227 

 ○キューピットバレイスキー場の新第2リフトを建設（工期：令和5年9月～令和7年11月）すると

ともに、その他の雪だるま高原の各施設の修繕や設備更新を年次計画に基づき実施し、安心・

安全に使用できる施設とする。 

・新第2リフト建設工事 

事業期間：R5～R7（R7.11.30竣工予定＜R7-R8シーズンより供用開始＞） 

・高原内の施設設備の点検整備、修繕等による維持管理 

【新規】 

・第1クワッドリフト支えい索（ワイヤーロープ）交換工事 

・第1クワッドリフト支柱索受装置修繕工事 

・第3ペアリフト山頂ステージ改修工事 

・第3ペアリフトセーフティーバー新設 ほか 



3 
 

令和７年度 安塚区における主な事業 
（単位：千円） 

事             業 課   名 予算額 

12 安塚雪だるま高原管理運営費 観光振興課 29,253 

 ○雪だるま高原の施設（センターハウス、久比岐野、索道施設）に係る管理運営業務 

・指定管理業務委託(R4.4～R9.3)   株式会社スマイルリゾート 

・ユニバーサルツーリズム受入体制整備検証事業（シンポジウム開催） 

13 安塚区観光振興対策事業 観光振興課 4,028 

 ○安塚観光協会が実施する事業を支援するとともに、地域独自の予算事業に対し補助金を交付す

る。 

・安塚観光協会補助金 

【地域独自の予算事業】（3,405千円） 

・安塚リバーサイド「小さな桜まつり」開催事業補助金 

・山のうえの雪まつり事業補助金 

・山のうえ真夏の雪まつり事業補助金 

14 安塚区観光施設等整備事業 観光振興課 1,094 

 ○安塚区内の観光施設等の整備・維持管理を行う。 

・直峰城跡（管理業務委託：直峰城跡保存会、浄化槽維持管理委託） 

・信越トレイル枝線整備（倒木処理・除草・案内標示補修等） 

・観光看板の維持管理（区内2か所、区外4か所） 

・土地借上料の支出（看板用地、雪だるま高原敷地、不動滝駐車場） 

15 安塚地域産業振興施設管理運営費 農村振興課 9,588 

 ○雪だるま物産館、樽田そば処、樽田公衆トイレ、雪中貯蔵施設の管理運営費 

・雪だるま物産館指定管理業務委託(R6.4～R9.3)   手づくり百人協同組合 

・樽田そば処指定管理業務委託(R6.4～R9.3)   農事組合法人ながくら 

・樽田公衆トイレ管理業務委託   手づくり百人協同組合 

・雪中貯蔵施設管理業務委託         〃 

【新規】 

・樽田公衆トイレ前室照明修繕 

・雪だるま物産館玄関マット修繕 

・樽田そば処エアコン更新 

 

【地域独自の予算事業】（1,873千円） 

・やすづか「小さな祭り」開催事業補助金 

・「郷土が料理人2025」スローフードフェア開催事業補助金 

16 六夜山荘管理運営費 農村振興課 3,132 

 ○六夜山荘の管理運営費 

・指定管理業務委託(R6.4～R9.3)   特定非営利活動法人自然王国ほその村 

【新規】 

・冷蔵ショーケース購入 
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令和７年度 安塚区における主な事業 
（単位：千円） 

事             業 課   名 予算額 

17 中山間地域等活性化対策事業 農村振興課 85,708 

 ○中山間地域等直接支払交付金を活用し、地域が連携して農地保全と担い手育成を推進すること

により、中山間地域農業の振興を図る。 

・中山間地域等直接支払交付金 

【参考】 

・第6期対策（令和7年度～11年度）の初年度となる令和7年度は、7集落協定（安塚地域「広

域」、和田、樽田、須川、松崎、牧野、上方）及び1個別協定の計8協定の農業生産活動を支援

する。 

（令和6年度取組実績 協定面積372.3ha） 

 

18 棚田地域振興事業 農村振興課 189 

 【地域独自の予算事業】（189千円） 

・棚田等の維持・活用に関する研修・交流会事業補助金 

19 安塚区農業用施設等維持管理費 農林水産整備課 449 

 ○安塚区の農道、農業用施設の維持管理費等 

・春先除雪委託6路線（和田線、真荻平信濃坂線、柳原線、高沢線、仁上樽田川線、須川伏野線） 

・草刈り業務委託1路線（仁上樽田川線） 

 

20 安塚区既設林道維持管理事業 農林水産整備課 13,500 

 ○安塚区の林道の適正な管理と機能維持により、利用者の安全確保と災害の発生防止を図る。 

・除草、側溝清掃委託 

・春先除雪委託8路線（菱ヶ岳不動滝線、菱ヶ岳1号線、菱ヶ岳2号線、新田伏野線、城山線、円平

線、坊金高山線、朴ノ木線） 

【新規】 

・林道菱ケ岳１号線測量設計業務委託 

 

 

21 安塚区農村公園管理運営費 農林水産整備課 161 

 ○安塚区農村公園（豊坂コミュニティ公園）の維持管理費 

･ゲートボールコート管理報償費   円平坊町内会 

･草刈り業務委託 

 

22 中山間地域農業農村総合整備事業（東頸北部地区） 農林水産整備課 16,250 

 ○大浦安管内9地区(大島区：竹平、細越、菖蒲、安塚区：板尾、坊金、浦川原区：虫川、中猪子

田、菱田、東俣）の農業用施設の新設・改修を行い、効率的かつ安定的な中山間地域農業を実

現するため、県営中山間地域農業農村総合整備事業に対する負担金（市・地元）を計上。 

・R4 測量・設計（事業主体：県） 

・R5～R6 測量・設計、工事（事業主体：県） 

・R7 工事（事業主体：県） 

 



5 
 

令和７年度 安塚区における主な事業 
（単位：千円） 

事             業 課   名 予算額 

23 上越市将来ビジョン実践事業費補助金 農村振興課 250 

 ○令和4年度に策定した中山間地域の将来ビジョンを実現するため、地域の本格的な実施に先立っ

て行う準備及び試行的な取組並びに中心的な役割を担う組織体制の構築に要する経費を支援する。 

【新規】 

・上越市将来ビジョン実践事業費補助金（安塚区） 

 

 

 

 

 

24 鳥獣害対策（上越市鳥獣被害防止対策協議会予算） 農村振興課 － 

 ○鳥獣害対策として、電気柵の新規導入や箱わなの設置、新規猟銃取得者への支援を行う。 

①電気柵設置 

 ・【新設】（安塚区） 7か所 L=12,475m（和田2か所、上船倉、下船倉、切越、上方、大原） 

 ・【予防】（安塚区） 2か所 L= 2,147m（信濃坂、須川） 

②鳥獣被害対策実施隊 

  箱わな設置（※日常の見回り活動等においては住民によるサポートが必要） 

③有害鳥獣捕獲活動支援事業 

  捕獲したイノシシに対し、成獣1頭当たり15,000円、幼獣1頭当たり6,000円を支援 

  （二ホンジカは、成獣1頭当たり12,000円、幼獣1頭当たり5,000円） 

④新規猟銃取得支援 

  49歳以下、かつ、鳥獣被害対策実施隊になる人で、初めて猟銃を取得する場合、猟銃購入 

  費の一部を支援 

  銃購入費（税抜き）の1/2以内（補助上限額：1丁当たり100,000円） 

⑤第1種銃猟免許、猟銃の所持許可取得支援 

  第1種銃猟免許及び猟銃の所持許可を新たに取得し、かつ、猟友会に所属し、市の有害鳥獣 

捕獲に協力する人を支援（54,000円上限） 

⑥わな猟、網猟、第2種銃猟免許の取得支援 

  狩猟免許（わな猟、網猟、第2種銃猟免許）を新たに取得し、かつ、猟友会に所属し、市の有

害鳥獣捕獲に協力する人を支援（10,000円上限） 

⑦集落環境診断 

  集落の地形状況や環境を確認し、イノシシが出没しにくい環境整備を住民に指導、助言する。 

また、住民が実施する環境整備に対し、市・ＪＡ・農済等の関係機関が相互に連携して協力 

する。 

⑧農作物被害調査 

  全市の農家組合を対象に農作物被害調査を実施 
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令和７年度 安塚区における主な事業 
（単位：千円） 

事             業 課   名 予算額 

25 安塚区道路維持費 道路課 173,349 

 〇一般交通に支障を及ぼさないよう市道を維持管理する。 

・道路施設維持管理業務委託 安塚区全域 Ｌ＝122.3km 

・街路樹管理委託（安塚区内 松崎安塚和田線） 

・道路草刈業務委託 機械除草27路線 L=42,400ｍ  

・市内一円道路修繕工事（破損箇所等の補修） 

・道路維持補修用資材（生コンクリート支給） 朴ノ木地内 朴ノ木下用水線 

・災害防止対策工事 

  樽田地内 行野樽田線 法枠工 L=40ｍ 

  坊金地内 武能日影線 擁壁工 L=50ｍ 

  上船倉地内 中船上船線 L=5ｍ 

・道路舗装修繕工事(和田地内 坊金和田線、和田宮下線) オーバーレイ工 A=2,350㎡  

・外側線修繕工事（安塚地内 中川原古町線） L=156m  

26 除雪費 道路課雪対策室 241,131 

 〇冬期間の市民の安全・安心及び民生の安定と産業基盤の強化を図るため市道の除雪を行う。 

・市道除排雪委託 車道L=71.19km 歩道L=2.27km 

 

 

27 安塚区砂防事業費 河川海岸砂防課 2,018 

 ○地すべり巡視員を設置し、地すべりの早期発見に努め、人命及び財産の保護並びに防止施設の

適正な管理を図るため、地すべり巡視区域18地区について年間26回巡視を行う。 

 

 

28 安塚区河川管理費 河川海岸砂防課 13,728 

 〇地元住民に憩いの場を提供し、健康の増進と向上に質するため、河川公園等を維持管理する。 

・河川等維持管理委託 （安塚ふれあい公園） 

・災害防止対策工事 

  切越地内 水路工 L=10m 

  高沢地内 水路工 L=12ｍ 

 



安塚区地域協議会先進地視察／視察先への質問と回答 

〇雪原学舎 

質問事項 回  答 

・収支状況と年間利用

者数は？ 

2024年 12月～2025年 3月シーズンの利用実績は以下の通

りです。 

・教室グランピング宿泊者数：約 750人 

・雪中キャンプ宿泊者数：270人 

・カフェ・ショップ販売件数：約 1,600件 

宿泊利用者は合計 1,000人を超えており、県内と県外の割

合はおおよそ 5:5です。 

収支に関しては民営運営のため非公開としますが、今後も

計画に基づき、堅調な売上と収支の推移を目指しています。 

・集客方法、資金調達

について 

集客は以下のように多様な手法で展開しています。 

・ＳＮＳの運用 

・ＯТＡ（オンライン宿泊予約サイト）掲載 

・ネット広告（Ｇoogle広告、ＳＮＳ広告など） 

資金調達については、以下の制度を活用しました。 

・十日町市コンテストプラン事業化補助金 

・十日町市ふるさと納税クラウドファンディング補助金 

・観光庁の補助金 

残りは自己資金にて整備を行いました。 

・雪国居住空間コンテ

ストの募集方法はどの

ようなものか？（市主

催ではあるが） 

このコンテストは、十日町市が移住・定住施策の一環とし

て企画したもので、話題づくりも兼ねた事業でした。募集や

運営は地元ラジオ局が担当しました。 

全国から 50件以上の応募があり、以下の 2段階で選考が行

われました。 

・一次選考：資料審査 

・二次選考：プレゼン審査 

若手設計者や建築・デザイン系の学生などが多く応募して

おり、コンテスト受賞がキャリアに繋がることを期待しての

参加が多かったようです。 

雪国の魅力を応募者の視点で提案・発信し、さらに実現を

目指すという取り組みは、非常に効果的であったと感じてい

ます。 

 

 

 

 

資料 No.3 
令和 7 年度第 1 回安塚区地域協議会 

令和 7年 4月 22日 



質問事項 回  答 

・総合建設会社である

「丸山工務所㈱」がコ

ンテストに応募した経

緯は？ 

今回のテーマが「雪」であったことから、豪雪地域・十日

町市で 80年以上にわたり建設業を行ってきた当社として、

雪に関する専門性と地域への思いから応募を決意しました。 

都会の設計事務所にはない、雪国での実体験に基づいた発

想をもって取り組みました。また、若手社員を中心としたチ

ーム編成とすることで、社内のスキルアップ・活性化も目指

しました。 

地元の建設・設計関係者の多くも応募しており、地域全体

で関心の高い取り組みとなっていたと感じています。 

・改修費用の額と活用

した補助金は？ 

前述のとおり、以下の補助制度を活用しました。 

・十日町市の補助金 

・ふるさと納税クラウドファンディング 

・観光庁の補助金 

具体的な改修費用については、民間事業として運営してい

るため非公開とさせていただきます。 

・市主催のコンテスト

受賞での実現である

が、着想の根源にある

ものは何か。 

テーマは「雪国の暮らしを体験する施設」。 

私たちは「雪との共生」が雪国における暮らしの本質であ

ると捉えました。 

雪を克服するものでも、単なるレジャーとして消費するも

のでもない。雪とともにある暮らし＝雪を受け入れ、調和す

る生活文化に価値があると考えました。 

その原体験となるのが「雪の中で過ごすこと」であり、雪

中キャンプという生活の疑似体験がその本質に近いと考え、

着想を得ました。 

・地域への貢献度又は

効果が実感できている

ことはあるか。 

学校は地域の拠点であり、廃校によりその機能が失われて

いく中、再び人が集まる場としての役割を再構築したいと考

えました。 

実際に、カフェを利用する地域住民、体育館で遊ぶ子ども

たち、卒業生の宿泊、地域住民とのイベント企画などを通じ

て、地域とともにある施設としての機能が戻りつつあること

を実感しています。 

・地域、県外等の反響

は。 

豪雪という自然条件は、キャンプユーザーにとって他には

ない特別な体験フィールドです。 

雪が珍しい都市部からの来訪者も多く、また地元の方々に

とっても、新しい冬の楽しみ方として好評をいただいていま

す。 



質問事項 回  答 

・開業に向けての課

題、苦労したことは。

現在苦労していること

は。 

業界未経験からのスタートであり、宿泊・飲食・物販など

全てにおいて試行錯誤の連続でした。 

改修時には、学校という建物の特性（法規対応・空調・構

造など）をどのように体験価値に転換するかが大きな課題で

した。 

たとえば「廊下が寒い」という点も、「外の空間のように感

じる設計」や「キャンプ体験の延長線上」という視点で、ポ

ジティブな体験に昇華する工夫を施しています。 

現在の課題としては、 

・学校という行政財産ゆえの利用制約・調整 

・シーズン営業に伴うオフシーズンの固定経費負担 

などが挙げられます。 

・「キャンプを通じて豪

雪を魅力に変え再び人

が集う場所になること

を目指す」を掲げてい

るが、現時点において

の達成度は。 

定量的な達成度の判断は難しいですが、 

・地元・県外から多くの方が訪れてくださっていること 

・地元住民が冬を楽しむ場として利用してくれていること 

などから、目指す姿に近づきつつあると考えています。 

私たちが大切にしているのは、「雪国の人が楽しめるこ

と」。 

いわゆる観光メニューとしての「雪国体験」（除雪体験、か

んじき体験、かまくらなど）とは一線を画し、雪をよく知る

地元の人が楽しめることが、都市部の方々にも本当の魅力と

して伝わると信じています。 

 



安塚区地域協議会先進地視察／視察先への質問と回答 

〇和島トゥー・ル・モンド 

質問事項 回  答 

・収支状況と年間利用

者数は？ 

＜収支状況＞ 

開設から 13年経過しましたが、収支は大きくマイナスで採

算がとれていません。減価償却費もありますが、開設当時は

3,000万近いマイナス、現在でも 900万程マイナスです。マイ

ナスながらも改善しているのは、売上が伸びたということでは

なく、減価償却費の償還と人件費の削減が大きなものです。 

法人のバックアップで成り立っている状況です。 

 

＜年間利用者数＞ Bague  Harmonie 

令和 2年度    8,508名  10,735名 

令和 3年度    7,116名  10,210名 

令和 4年度    6,194名   8,631名 

令和 5年度    6,019名   8,340名 

令和 6年度    5,960名   8,481名 

※Harmonie はレジの回数 

・集客方法と資金調達

について 

＜集客方法＞ 

・イベントの開催 

・地域、近隣でのイベント参加 

・イベント時の新聞折り込みチラシ 

・ＳＮＳでの宣伝 

・顧客管理ソフトの活用（Bague） 

 

＜資金調達＞ 

・就労支援事業収入 

・障害福祉サービス等事業収入 

・当法人からの繰入金 

・障害者、高齢者の就

労内容、勤務時間は。 

＜障害者の就労・勤務時間＞ 

・施設内：レストラン・パン工房での厨房補助、ホール接客業

務、清掃、外構整備作業 

・施設外：老人福祉施設での介護補助、清掃、外構整備作業 

・勤務時間：5時間から 8時間勤務（個々の希望、体力、能力

を評価して決める。） 

 

＜高齢者＞ 

・レストラン・パン工房での厨房、ホール接客業務、清掃、外

構整備作業 

（厨房は経験者、その他は未経験者可） 

・障害者、高齢者の就

労人員は。 

・障害者 令和 7年 4月時点 19名 （定員 20名） 

・高齢者 令和 7年 4月時点  3名 （60才以上） 



質問事項 回  答 

・障害者、高齢者の持

続的な雇用の創出に

貢献していると実感

できていることはあ

るか。 

平成 21年 3月に閉校した旧島田小学校ですが、当時、長岡

市には就労継続支援Ａ型の施設は無く、和島地域にも障害者施

設がほとんど無い状態でありました。現在は一般企業でも積極

的に障害者雇用を推し進める取組が成されています。 

しかし、就労系サービスを必要としている障害者は大勢いら

っしゃり、受け皿が足りない状況です。当法人は、長岡市でも

先陣を切り障害福祉サービス事業 就労継続支援Ａ型を開始

し、障害者を受け入れ、一般就労に送り出してきました。 

また、高齢者の雇用については、高齢者を特別に雇用してい

るということではなく、働く意欲、体力のある方であれば、年

齢制限を設けず受け入れています。現在は残念ながら、人員確

保できず、農作業の事業が休止状況ですが、厨房、接客でご活

躍いただいています。 

・現在の課題、苦労し

ていることは。 

就労継続支援Ａ型事業所を継続していくにあたり、基幹事業

であるレストラン、パン工房の安定的な収入を得ることは事業

継続のために不可欠です。しかし、急激にアップしている最低

賃金、社会保険の加入条件の変更、国の報酬改定による、収支

がマイナスの場合の障害福祉サービス等事業収入の減算で、就

労継続支援Ａ型が続けられず、事業所が次々に閉鎖している状

況です。当事業所も力不足で、毎年法人から繰入をしてもらわ

なければ運営していけない状況です。 

また、古い校舎の維持管理、10年以上経過し、厨房機器の

不具合も連鎖のように出てきています。今年度も一部外壁塗装

を行うなど、維持管理にかかる経費に大変苦慮しています。 

・今後の展望は 障害福祉サービス事業所として職員、ご利用者（障害者）の

雇用維持を継続していくため、現在のレストラン事業、パン工

房事業を更に広め、お客様が足を運びたくなるイベント、新規

販売先の開拓等職員一丸となり推し進めていきたいと思いま

す。 

また、地域との交流、貢献にも変わらず取り組んでいきたい

と思います。 

 

リノベーション、その後の維持管理に莫大な経費がかかることは想定されることと思います。その経

費を挽回するだけの事業が必要となります。私共も想定はしていたものの、事業で採算が取れず苦慮し

ています。法人の後ろ盾無しにはここまで続けてこられませんでした。 

大きな建物、土地を管理、運営する中で、例えば一社だけでの単独事業では無く、複数の事業所が共

同で経営できる活用を行えば維持管理も分散でき、アイディアも生まれ、それぞれの事業で集客が見込

めるかと思います。 

私共も、現在人員の関係で手が付けられていないグランドの活用を、民間事業者、地域の方と検討し

ているところです。地域の方との連携がとても大切だと感じています。 

廃校はこれからも増え、その利活用は社会的にも注目される重要な案件と考えます。これからお考え

の事業者様には、計画段階で十分検討していただき、地域の方に喜ばれ、新たな歴史を刻む廃校利活用

をぜひかなえていただきたいと思います。 



１」 

令和７年４月２２日（和泉） 

 

メインアトラクション及び付帯施設について（案） 

 

１ 趣 旨 

  安塚中学校利活用に関し、これまで提示した商業施設の案が広範多岐にわたり抽象的で具体性に欠けていたことから、要点を絞り具体

的な案を提示し意見を伺うものである。 

 

２ 内 容 

⑴ 判断基準 

ア 前 提 

天候に左右されない、老若男女が楽しめる、容易に集える、自由に使える 

イ 結 論 

屋内に年齢、性別にかかわりなく利用できるメインとなるアトラクションを設け集客を図るとともに、フリースペースを設置して

飲食や座談の場所として活用してもらう。この際、健康増進、家族や友人とのコミュニケーションが図れることを狙いとする。 

⑵ 細部内容 

ア アトラクション 

(ｱ) 企業誘致 ●●●●●（民間企業名） 

   (ｲ) 設置場所 体育館 

  イ フリースペース 

    教室を活用する。この際、既存の机や棚等を利用するほか、乳幼児を対象とした床にクッション性のある敷物を設置した教室を用

意するなど用途に合わせ複数設ける。 

 

３ 検討課題 

  企業誘致の実施要領について 

 

４ 将来の展望 

 ⑴ 利用者の要望を確認し順次施設を新設 

 ⑵ 当初案が示す全天候型複合施設へと発展させ、東頸城地域の中核的施設として位置づける。 
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地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地域住民が安全で安心して快適に暮らすためには、行政による公共サービスに加え、地域の主体的な取組も

重要であることから、「地域のことは地域で決めて、地域で実行する地域自治の仕組みの強化」を図るもの

上記の目的を実現するために、5つの検討項目について次の視点から検討を行ったもの

地域自治区の区域

地 域 協 議 会

地 域 の 団 体

地域自治の活動を活性化するための財源支援の仕組み

総合事務所及びまちづくりセンター

●地域住民が地域の課題を自分ごととして捉え、共有・共感できているか

●地域住民の多様な声を的確に把握できているか

●地域の課題を的確に設定できているか

●課題の解決に資する取組を実行につなげられているか

●地域の団体による各種活動の効果的・効率的な実現を支援する体制となっているか

●地域の多種多様な個別の課題の解決に資する取組が生み出され、実現しているか

●地域自治区全体の課題の解決に資する取組が生み出され、実現しているか

地域自治推進プロジェクトの目的

目的を踏まえた検討の視点

●地域自治区全体の維持・振興について、どのような主体が担えるか

●そのような主体に対してどのような支援が必要か

1



地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地域自治区の区域

地域住民が地域の状況を理解し共有することができ、住民同士のつながり、安心感や共感、
帰属感があり、相互に協力的な行動ができる身近な地域

理想的な姿

地域自治区の区域については、現行の区域を維持する。

理 由 ・ 目 的

方 策 案

ヒアリング・アンケート結果の概要

地域のつながりや一体感、愛着等の観点から現状維持を肯定する回答が8割を超えている
中、現時点において区域を見直す必要はないものと考えられるため

今後の課題 将来的に見直しが必要になるという意見も広く見られており、地域の実情や住民のニーズ
等を踏まえながら、今後、必要に応じて地域と行政が一緒になって見直しを検討する。

○「区域の維持」について「良いと思う」（58.9%）、「おおむね良いと思う」（23.1%）を合わせて82.0%

（理由の上位項目）

・現状の区域で不都合がない（適切な範囲）（41.7%）

・現状の区域は一体感（愛着、親しみ）がある（23.4%）

（自由記述の主な意見等（趣旨））

・地域住民が自ら主体となり考え行動するためには現在の区域で良い。

・区域を広げた場合、内情が分からず、話合いや連携がうまく行かなくなる。

・住民同士の一体感がある。
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地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地 域 協 議 会

地域の課題解決に向けて、地域住民の意見を的確に把握して対策を考え、決定し、実行に
つながるよう働きかけることができる組織

理想的な姿

・地域協議会委員の選任方法を団体推薦と公募によることとする。

・諮問に対する答申や自主的な審議のほか、地域自治区の目指す姿とその実現に向けた

方策を盛り込む地域ビジョンを各地域協議会が策定に取り組む。

理 由 ・ 目 的

方 策 案

ヒアリング・アンケート結果の概要

地域住民の多様な意見を把握し課題を的確に捉えた上で、対応策を検討し実行につなげる
ことができるようにするため

○一部改善も含め「団体推薦と公募による選任方法が良いと思う」という回答が最も多く50.9%

（理由の上位項目）

・多様な意見が把握できる（25.4%）、実行につなげやすくなる（21.0%）

（自由記述の主な意見等（趣旨））

・地域の各団体間に横串を刺して一緒に考える効果が期待できる。

○団体推薦及び公募とする場合、「定数は設けた方が良いと思う」という回答が最も多く55.9%

（理由の上位項目）

・議論には一定の人数が必要（21.7%）、団体推薦と公募のそれぞれで確実に委員を選出するため（18.5%）

（自由記述の主な意見等（趣旨））

・推薦できる団体数が区によって異なるため、委員数は「○人以上○人以内」のように範囲を設ければ良い。

・地域で話し合って事業を実施する上では地域計画（ビジョン）が必要
3



地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地 域 協 議 会

ヒアリング・アンケート結果の概要

○定数について「現状のままで良いと思う」という回答が最も多く49.5%

（理由の上位項目）

・現状の人数で不都合がない（40.4%）、一定の人数が必要（21.7%）

（自由記述の主な意見等（趣旨））

・人数が少ないと意見が偏るため話合いにはある程度の人数が必要であるが、現状より多いとまとまらなくなる。

・人数が多過ぎても発言する委員が固定化したり話合いがまとまらない。

○任期について「現在の任期（4年）が適切だと思う」という回答が最も多く48.9%

（理由の上位項目）

・課題の解決や委員の活動を考慮した場合、一定の時間が必要（63.9%）

（自由記述の主な意見等（趣旨））

・地域の課題を把握して、議論しながら、対策を講じていくためには、4年の任期が適当である。

・長期的な視点や継続的な検討の観点から、4年の任期が適当である。

○任期数の上限について「設ける必要はないと思う」が最も多く44.9%

（理由の上位項目）

・委員の意思を尊重した方が良い（46.0%）、必要な人材が継続できる、委員数を確保しやすい（それぞれ

9.4%）

（自由記述の主な意見等（趣旨））

・適任者や意欲のある人の再任を妨げることになる。
4



地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地 域 協 議 会

実施内容（案）・理由

●理由等
・地域の多様な意見を的確に把握するため、地域にかかわりがあると考えられる分野を網羅する。
・地域協議会、住民組織、町内会長連絡協議会が候補団体を提案し、市（総合事務所及びまちづくりセンター）が精査・
決定する（団体の設立状況や活動状況に応じて、団体数は地域ごとに異なる。おおむね10～15団体を想定） 。

●理由等
・地域住民も参画し、団体だけでの議論にならないようにすることで、一層幅広い意見が得られたり多様な課題を把握し
たりすることができるようにする。

・団体数と同数とすることで、全員がフラットな立場から忌憚のない意見交換を行うことが期待できる。
・応募者数が同数を超えた場合、選任投票ではなく、総合事務所及びまちづくりセンターによる書類審査によって決定する。

●理由等
・地域ごとに団体の設立状況等が異なる中、必要な団体を漏れなく選任することができるよう、上限は設けない。

●理由等
・地域の状況を把握し、課題の抽出や、その課題の解決策の検討を進めるためには、一定期間の任期が必要である。

●任期：4年とする。

●委員構成のうち「公募の委員」：団体数と同数を上限とする。

●定数：地域の状況に応じて下限を定める。ただし、人口減少等の状況の変化に応じて見直しを行う。

●委員構成のうち「団体推薦の委員」：地域の状況に応じて、地域コミュニティ（住民組織、町内会）を始

め、若者、女性、子ども、福祉、農林業や商工業、観光、文化などの分野の団体を想定する。
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地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地 域 協 議 会

実施内容（案）・理由

●理由等
・従来の諮問に対する答申や自主的審議に係る意見を市長に提出することに加えて、地域の維持・振興に向けて地域の多
様な主体が一体となって計画的・総合的に取り組んでいけるよう、そのための指針として地域ビジョンを策定すること
を地域協議会の役割とする。

●理由等
・会議への出席に向けた事前準備としての調査・研究等、地域協議会委員という身分を持つことに伴う日常的な活動につい
て基本給的な性格を持つ報酬として年額報酬を支給する。

●理由等
・意見を出しやすい環境を整え、女性や若者の意見を把握する。

●性別、年齢のバランスに配慮する。

●理由等
・より多くの地域住民が地域協議会の委員になることを通じて、まちづくりにかかわるようになることを意図するもの。
・なお、「制限を設ける必要はない」（44.9％）と「設けた方が良い」（37.8％）が拮抗しており、後者の理由として回
答者、有識者共に「より多くの地域住民が地域協議会に参加できる機会を設けた方が良い」、「まちづくりにかかわる
人の裾野が広がる」といった意見が挙げられている。また、「制限を設ける必要はない」という回答の内容を見ると、
「公選であれば制限は不要」という意見のほか、制限を設けた場合、「委員の確保が難しくなる」又は「議論の継続性
が担保されない」という懸念を挙げられているが、これらは団体推薦の導入により解消が見込まれる。

●報酬：一定額を支給する（費用弁償（交通費相当額）は別途支給）。

●地域ビジョンの策定：地域自治区として目指す姿とその実現に向けた方策を盛り込んだ地域ビジョン

を地域協議会が策定する。
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地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地 域 協 議 会

有 識 者 か ら の 主 な 意 見 等

●団体推薦

・選任投票が行われているケースが少なく、公募公選制の意義が揺らいでいる状況を踏まえて、公募を維持しながら

団体推薦を行うことは合理的である。

・団体の分野はあらかじめ決めておかないと実際の声掛けにつながっていかないことが考えられる。

・地域の団体は限られるため団体の固定化、マンネリ化が生じる懸念がある。

・団体推薦と公募という方向自体は悪くないが、地縁団体は高齢男性が多い傾向があるため、地縁団体に偏ると、こ

れまでと同様に委員になっても発言できないという状況が生じるのではないか。

●定数

・委員数は多過ぎると参加するだけになる。

・定数を変える際には、議会の代わりという旧町村の思いを汲み取ってスタートした制度であることを念頭に置く必

要がある。

●任期

・地域協議会を通じてまちづくりにかかわる人材を育てていく観点からも4年は長く負担感がある。

・4年は長く、2年は短いので3年でも良い。

●任期数

・任期は2期とし、より多くの地域住民が地域協議会にかかわるようにした方が良い。

・期数制限を設けないと、年齢構成が高齢化しやすくなるとともに、複数の任期を務める委員が自分のやり方を押し

通そうとするのではないかという懸念がある。

・「年齢構成のバランスが崩れた場合には、再任を制限する場合もある」とするなど工夫した方が良い。
7



地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地 域 協 議 会

有 識 者 か ら の 主 な 意 見 等

●報酬

・報酬を支払う場合、活動への対価とすると制度設計当初の考え方を大きく変えるものであることを認識する必要は

ある。

・委員として事前準備を行うために必要という整理は理解する。

●性別、年齢のバランス

・子どもの預かりやオンラインでの出席を可とするなど、負担感を減らす工夫が必要

・性別、年齢のバランスへの配慮をど真ん中に据えて取り組む必要がある。

●地域ビジョン

・各区の特徴が明らかとなり、区を越えた連携・協力につながることも期待できるため、統一的なものである必要は

ないが、策定した方が良い。

・地域ビジョンがあれば、新たに委員になる人が議論に入りやすくなる。

・地域ビジョンを作る際には、地域の実態を把握した上で身の丈に合ったものとする必要がある。

8



地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地 域 協 議 会

今後の主な検討事項

・地域の状況を踏まえながら詳細な実施内容の検討を継続して行うとともに、実施後においても随時必要

な見直しを行っていく（全項目共通）。

・任期数については、制限を設けることに対して「本人の意思にゆだねるべき」、「意欲ある人材の再任

が妨げられてもったいない」といった意見が多数あったことを踏まえて運用上の工夫を検討する。

・報酬については、適切な金額について検討する。

・性別、年齢のバランスを考慮し、推薦又は応募の条件を設けるなどの工夫を検討する。
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地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地 域 の 団 体

地域自治区単位での公益的な活動について、自ら企画・実施するとともに、市の委託事業
も含めて各種団体との連携・協力を通じて自主的・持続的に取り組むことができる団体

理想的な姿

各住民組織の実情に応じて、人材面、資金面など様々な側面から各種支援策を検討し総合
的に実施していく。

理 由 ・ 目 的

方 策 案

小規模化・高齢化により町内会活動の維持が困難になりつつある中、区内全域で公益的な
活動を行い、将来的に集落機能を補完する役割も期待される住民組織の安定的・継続的な
活動の確保に向けて支援を行うもの

ヒアリング・アンケート結果の概要

○組織運営面での課題や困りごとについて「ある」という回答が69.2%

（理由の上位項目）

・人材面の課題（58.3%）、資金面の課題（41.7%）、運営面の課題（22.2%）

（自由記述の主な意見等（趣旨））

・人口減少や高齢化等により人材（役員、事務局員、運営スタッフなど）の確保が非常に厳しい。

・世帯数の減少による会費等の活動資金の不足、基金が数年で枯渇する。

・イベント等の企画が自力でできない。
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地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地 域 の 団 体

ヒアリング・アンケート結果の概要

○市に期待する支援策について「ある」という回答が76.0%

（理由の上位項目）

・資金面の支援（57.9%）、人材面の支援（28.9%）、外部の専門家による助言（10.5%）

（自由記述の主な意見等（趣旨））

＜資金面＞

・事務局体制の強化に向けた人件費補助、運営費の支援、車両や印刷機、コピー機などの備品購入費補助

＜人材面＞

・まちづくりの専門家、コンサルタントの派遣

・集落づくり推進員や地域おこし協力隊など地域づくりに知見のある職員、行政経験者の配置による事務局体制

の強化

・総合事務所及びまちづくりセンターのかかわりの強化

＜その他＞

・他の住民組織と交流できる研修の場、各種取組事例の紹介など情報共有の場の設置

・活動拠点（相談や情報共有の場）、地域住民が気軽に集まる場所の確保

11



地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地 域 の 団 体

実施内容（案）・理由

●理由等
・各住民組織の実態や状況に応じた支援策を効果的に実施するため、最初に、すべての住民組織ごとに問題点や課題等を
洗い出した上で、人的支援や資金支援等の必要な支援に的確につなぐ。

●必要な人材の配置支援

●資金支援：車両、印刷機、ＰＣなどの活動に必要な備品購入費補助（既存制度の見直しによる）

●理由等
・住民組織の活動の継続性を確保するための基盤を整える支援として、すべての住民組織を対象に配置する（特別交付税
措置を活用） 。その際は、住民組織の業務はもとより地域全体の維持・振興に寄与する人材が配置されるよう支援する。
人的支援を必要としない住民組織を除く。

●総合事務所及びまちづくりセンターのかかわりの強化（情報共有、定期的な打合せ、活動の広報等の
支援など）

●理由等
・これまで以上にきめ細かな伴走型支援を行うとともに、相互理解の促進を図る。

●理由等
・住民組織の活動の継続性を確保するとともに、サービスの提供に必要な環境を整えるための支援として、活動に必要な
備品の更新・購入に要する経費を対象に補助する。

●住民組織ごとに問題点や課題等を洗い出した上で、必要な支援策に的確につなぐ。

人 的 支 援

資 金 支 援
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地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地 域 の 団 体

実施内容（案）・理由

●経営相談の実施（資金面や事業運営面での課題の解決支援）

●理由等
・住民組織の活動の継続性を確保するための基盤を整える支援として、また、中長期的には、地域を運営する機能を有する
ＲＭＯも見据えながら、専門的なアドバイスの提供や、組織同士の連携促進、研修の実施等を通じて、住民組織の意識啓
発と地域の担い手となるリーダー育成に併せて取り組んでいく。

アドバイス等の支援

●中間支援の強化（各種分野で広域的に活動する団体による支援、団体相互の情報交換や交流の場づくり、

地域の担い手となるリーダー育成研修など）

●合併前上越市の15区における活動拠点としての地区公民館等の既存施設の活用支援

●理由等
・地域住民の様々な活動や相談、情報共有の場として地区公民館等の既存施設が活用されるよう、引き続き使用料の減免に
より支援する。
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地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地 域 の 団 体

有 識 者 か ら の 主 な 意 見 等

●人的支援

・30歳～40歳代の人たちが住民組織に入りやすい環境を作る必要がある。

・一番の課題である人材不足をカバーできるのは非常に良い。

・配置する人材同士が課題やノウハウを共有できるネットワークを設けると良い。

●アドバイス等の支援

・若者にとっては会議への参加は心理的ハードルが高いため、オンラインを活用すると良いのではないか。

・住民組織を立て直すには行政経験者が有効である。住民組織が何に困っているのか丁寧な聞き取りを通じて実態を

把握した上で支援につなげていくという形にした方が良い。

14

・地域の状況を踏まえながら詳細な実施内容の検討を継続して行うとともに、実施後においても随時必要

な見直しを行っていく（全項目共通）。

・住民組織や地域自治区全体の公益活動を担い得る主体の実態等の精査を行う。

今後の主な検討事項



地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地域自治の活動を活性化するための財源支援の仕組み

各地域における地域課題の解決や維持・活性化に寄与するための財源支援の仕組み理想的な姿

①地域自治区単位で事業を決めて実行につなげる際の財源支援の仕組みを創設する。

②あわせて各種団体が行う多様な市民活動を支援するため公募型補助制度を創設する。

理 由 ・ 目 的

方 策 案

地域が主体的に検討・決定した地域課題の解決策等を柔軟に実行につなげるほか、既存の
市民活動の継続を考慮して2つの方策案を併用するもの

ヒアリング・アンケート結果の概要

○「地域自治区単位で予算の使い道を決めて実行につなげる制度の創設」が最も多く39.3%

（理由の上位項目）

・地域全体で主体的に考えて取り組める（30.2%）、地域の状況に合わせて柔軟に取り組める（14.1%）

（自由記述の主な意見等（趣旨））

・地域協議会や地域の団体、行政がかかわり合いながら、課題解決に向けた取組を実行に移せる。

・各種団体が行う小規模な市民活動が疎外されないように配慮してほしい。

○ 「地域自治区単位で予算の使い道を決めて実行につなげる制度」の実施方法

（上位項目）

・「地域協議会や町内会長連絡協議会などの地域が決める」20.1%、「予算の上限を設ける」14.6%

（自由記述の主な意見等（趣旨））

・人口規模や団体数等を考慮した予算枠を設ける。

・予算ありきで使い道を決めるのではなく、活動ありきで予算を付ける方が地域や団体の自主性を尊重できる。

・計画等に基づく予算要求、優先順位を踏まえて計画的な事業の実施を行う仕組みづくりが重要
15



地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地域自治の活動を活性化するための財源支援の仕組み

ヒアリング・アンケート結果の概要

○「地域独自の予算事業の改善による支援の継続」19.4%

（理由の上位項目）

・現状の制度で問題ない（13.5%）、きめ細やかな制度である（12.7%）

（自由記述の主な意見等（趣旨））

・地域協議会ではなく、総合事務所等に提案したり直接やり取りしたりできるようになり、提案しやすくなった。

・地域自治区単位で事業を決める場合、小規模な団体や活動内容は取り上げられなくなるおそれがある。

○「地域独自の予算事業で改善してほしいこと」

（上位項目）

・「補助率の見直し」36.1%、「対象経費の拡大」9.2%、「提案期限の延長」6.4%

（自由記述の主な意見等（趣旨））

・補助率は下げないでほしい、全額補助としてほしい。

・提案期限が早過ぎる、備品購入費を対象としてほしい、市直営と補助の区別が明確でない。

○「両方の制度を活用」19.0%

（理由の上位項目）

・地域全体で主体的に考えて取り組むことができる（19.5%）、それぞれ長所短所がある（17.9%）

（自由記述の主な意見等（趣旨））

・市民活動団体が行う小規模な活動と大規模な事業やプロジェクトなど、両方の制度を使い分けられると良い。

・既存の団体による継続的な活動への支援と地域自治区単位の課題解決に向けた事業の両方に活用できる。
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地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

実施内容（案）・理由

方 策 案 ①

●理由等
・地域の維持・振興に向けて、地域の自主性・自立性を確保しつつ、総合的かつ計画的な対応、重要課題への重点的対応を
実現できるよう、区（地域協議会等）で事業を決めて実行する際の財源を支援する仕組みを創設する。

●見直し後の地域協議会が総合事務所及びまちづくりセンターと連携・協力しながら、地域ビジョン（地

域協議会の項参照）に基づき地域課題の解決等に資する事業の企画・立案、予算の精査、実施主体の調

整等を行った上で事業を実施（予算執行）する。

●予算編成方式は、市全体で一定の予算額を定め、その範囲内で各地域自治区の事業及び予算を積み上げ

て執行する総枠予算方式（積上げ方式）とする。執行に当たり、補助金を交付する場合には、補助率は

設けない。

地域自治の活動を活性化するための財源支援の仕組み
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地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

有 識 者 か ら の 主 な 意 見 等

●方策案①

・地域ビジョンを決めてどのような事業が必要か議論することができれば地域協議会本来の役割を果たせる。

・必要な事業について議論した上で必要な予算を付けて実行するという感覚が一般的ではないか。

・「地域ビジョンに基づき検討した事業を実施するためにはこれだけの予算が必要である」ということであり、

「あらかじめ配分された額をどのように使うか」ということではない。

・枠配分ではなく必要な額を積み上げる方式が良い。

・枠配分の場合、配分された予算の使い道を自分たちで決めていくことは難しいのではないか。

・予算ありきではなく、補助金が交付されない場合もあった方が良い。

・地域のために必要な事業がある程度高額となった場合でも予算を付けることを可能とする意味でも、毎年一律で

交付するものではない方が良い。

・一つ一つの事業を地域と市が議論しながら作り上げ、やり遂げる経験が重要である。

・方策案②とのセットという考え方は良い。

18

地域自治の活動を活性化するための財源支援の仕組み



地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

実施内容（案）・理由

方 策 案 ②

●理由等
・方策案①により地域ビジョンに基づく事業の企画・立案等が行われる中で、地域ビジョンに関連のない市民活動や一部
の小規模で限定的な市民活動が対象とならない場合等も想定されることから、このような市民活動も併せて促進するた
めに補完的な支援を行う。

・広く市民活動の推進を支援するという観点から、区単位ではなく各種分野で広域的に活動する団体も対象とする。

●補助対象事業は方策案①を使わないソフト事業を対象とし、一定の補助額の上限を定める。補助率は

設けない。市が直接執行する事業は対象としない。区単位で活動していない団体も対象とする。

●地域政策課に一括予算計上。提案団体が総合事務所及びまちづくりセンターと一緒に企画を練り上げて
申請。申請の都度、交付決定

地域自治の活動を活性化するための財源支援の仕組み
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有 識 者 か ら の 主 な 意 見 等

●方策案②

・上限額は、市としてどのような事業を期待しターゲットとするのかを想定し、その相場感をもって判断すると良い。

・可能であれば、事業の性質に応じて上限額を個別に設定するという考え方もあり得る。

・スタートアップを手厚くしたり、事業の経過年数に応じて補助金額を減らしていくという方法も考えられる。

・複数年にわたりお金があるということは団体にとって望ましいことである一方で、団体が自立できなくなるという

問題もある。



地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

地域自治の活動を活性化するための財源支援の仕組み

20

・地域の状況を踏まえながら詳細な実施内容（予算規模、対象事業、対象経費等）の検討を継続して行う

とともに、実施後においても随時必要な見直しを行っていく（全項目共通）。

・方策案①について、地域ビジョンの策定から予算執行までの具体的な流れについて検討する。

企画・立案した事業の予算は翌年度予算要求とするか当該年度に都度交付とするか、それぞれのメリッ

ト・デメリットを明らかにした上で、最適な方法について比較検討する。

・方策案②について、補助上限額を検討する。

今後の主な検討事項



地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

総合事務所及びまちづくりセンター

地域の一員として連携し、コミュニケーションが図られ、地域の団体等が「考え、決め、
実行する」ことを支援する組織

理想的な姿

地域の団体等とかかわる機会を十分に確保するとともに、地域課題の解決に向けて適切
な支援を行うことができるよう体制の強化を図る。

理 由 ・ 目 的

方 策 案

ヒアリング・アンケート結果の概要

総合事務所及びまちづくりセンターについては、地域協議会等の他の検討項目の在り方に
応じて必要な体制を整えていくこととしている中、現時点においては、地域とのかかわり
を強化しながら職員が地域とともに地域課題の解決に取り組むための方策を講じるもの

○「総合事務所やまちづくりセンターには権限や予算がないと感じたことがある」が39.8%

（理由の上位項目）

・木田庁舎等の各課等の判断が必要と言われた（20.8%）、予算が付かなかったり縮小傾向にある（20.8%）

（自由記述の主な意見等（趣旨））

・地域での自治を維持していく上で、総合事務所やまちづくりセンターは重要な役割を担っている。地域を活性化

するための情報提供やアドバイス等を積極的に行ってほしい。

・地域に出向いて住民の話を聞く人をふやす。

・まちづくりセンターの改革が必要、長期にわたり区の特徴を理解し組織や人とのつながりがある職員、企画・調

整・実行力がある職員の配置

・15区の個々の区に総合窓口を設置すれば対応・判断のスピード・アップ、より横断的できめ細やかな対応が可能
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地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

実施内容（案）・理由

総合事務所及びまちづくりセンター

●集落づくり推進員の配置拡充

●総合事務所及びまちづくりセンターのかかわりの強化（情報共有、定期的な打合せ、活動の広報等の
支援など）（再掲）

●組織や人とのつながりがある公民館主事との連携の強化

●理由等
・総合事務所及びまちづくりセンターが地域の多様な主体とのかかわりを通じて様々なニーズや困りごとをより把握し、
地域の自主的・主体的な取組を的確に支援できるよう、集落づくり推進員が従来の集落巡回に加えて、市民活動団体の
活動状況や意見・要望も把握し、活動支援を行うこととする。

・現在、集落づくり推進員を配置していない大潟区、頸城区、三和区に各1人配置する。
・まちづくりセンターについて、ヒアリング・アンケート結果で、地域に出向いて住民の話を聞く人をふやしたり、15区
の個々の区に窓口を設置してきめ細やかな対応等を求める意見が複数あったことを踏まえ、合併前上越市の15区を担当
する集落づくり推進員を、必要な人数を配置する。

●理由等
・これまで以上にきめ細かな伴走型支援を行うとともに、相互理解の促進を図る。

●理由等
・公民館主事が業務を通じて把握する地域住民や団体のニーズや困りごと、知見や人的ネットワークを総合事務所及びまち
づくりセンターの職員と共有する。
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地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

総合事務所及びまちづくりセンター

・地域の状況を踏まえながら詳細な実施内容（まちづくりセンターへの集落づくり推進員の配置人数等）

の検討を継続して行うとともに、実施後においても随時必要な見直しを行っていく（全項目共通）。

・地域協議会や地域の団体、財源支援の仕組みといった他の検討項目の検討状況に応じて必要な体制を

整えていく。
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地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等について

主なスケジュール（案）

令和7年度 8年度 9年度 10年度

地域協議会 制度設計

条例改正案作成
・自治基本条例

・地域自治区の設置に関する

条例

・地域協議会委員の選任に

関する条例

条例施行

新制度に基づく委員選
任

地域自治の活動を
活性化するための
財源支援の仕組み

制度設計

新制度の施行※１

地域独自の予算事業：新制度の施行までの間、現行制度を据え置く

地域の団体

制度設計

新制度に基づく予算要
求※２

定員要求（必要な人材
の配置）※２

市民、団体への周知

新制度に基づく事業実施※２

総合事務所及びま
ちづくりセンター

※１ 地域協議会が新たな委員構成となることを前提とする。
※２ 取組可能なものから順次予算要求等や事業実施を行う。
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1 調査の全体概要

1



1-1 調査目的

。この調査は、令和 6年 6月 の市議会総務常任委員会所管事務調査でお示しした「地域

自治の理想的な姿及び取組の方向性」について、地域の団体や地域協議会委員の考え

を把握するために実施したものである。

・なお、本調査の分析結果については、令和 7年 3月 の市議会総務常任委員会所管事務

調査でお示しした「地戦自治推進プロジエクトにおける各検討項目の方策案等」の検

討において反映している。

1-2 調査概要

(1)調査地域

市内の各地域自治区 (28区 )

(2)調査対象及び回答者数

【全区】

【15区・13区別の内訳】

※広域的に活動している団体は、区を跨いで活動しているため除く。

(3)調査期間

令和 6年 7月 中旬～9月中旬

2

分類 分野 対象数 回答数 回答数計

地域の団体

住民組織 25団体 25団体

227団体

町内会 (町内会長連絡協議会) 30団体 28団体

地域独自の予算事業の活用・

提案団体
144団体 124団体

広域的に活動している団体 5団体 5団体

その他必要な団体 48団体 45団体

地域協議会委員 地域協議会委員 603委員 444委員 444委員

分野
区 13区

対象数 回答数 回答数計 対象数 回答数 回答数計

住民組織 12団体 12団体

98団体

13団体 13団体

124団体

町内会 (町内会

長連絡協議会)

17団体 17団体 13団体 11団体

地域独自の予算

事業の活用・提

案団体

73団体 67団体 71団体 57団体

その他必要な団

体
2団体 2団体 46団体 43団体

地域協議会委員 345委員 238委員 238委員 258委員 206委員 206委員



(4)調査方法

ア 地域の団体に対して資料を事前送付の上、職員がヒアリングを実施

イ 地域協議会委員にはアンケートにより意見を聴取

(5)調査結果の記載方法について

・表中の「n」 は有効回答者総数を示し、各選択肢の比率算出の基礎となっている。

・表中の比率 (%)は小数点第 2位を四捨五入しているため、個々の選択肢の比率

の合計が 100%にならない場合がある。

・自由記述を分類したものの上位回答は、複数のカテゴリに分類したことにより、

有効回答者総数と一致しない場合がある。
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2 調査結果

4



地域自治区の区域について

■地域自治区の区域について

2-1 「理想的な姿」と「取組の方向性」について、どう思いますか。

○回答

【全体】

【15区】 【13区】

【地域の団体】 【地域協議会委員】

5

【理想的な姿】

住民が地域の状況を理解し共有することができ、住民同士のつながり、安心感や共感、

帰属感があり、相互に協力的な行動ができる身近な地域

【取組の方向性】

。「考えて決める」ということの一体感を重視し、現在の区域を基本とする。

・なお、将来的に地域において見直しの機運が高まつてきた際には、最適な在り方の

検討や地域の合意形成に向けた議論を地域と行政が一緒になって行うこととする。

どちらともいえない

82(12.3%)

あまり良くないと患う

22(3.3%)

良くないと思う

21(3.1%)

良いと思う

347(51.9%)

(回答数 n=669)

概ね良いと思う
197(29,4%)

あまり良く

ないと思う

11(3.3%)

良くないと

思う

14(4.2%)

概ね良いと

思う

105(31.3%)

(回答数 n=335)

どちらともいえない

44(13.1%)

良いと思う
161(48.1%)

あまり良く

ないと思う

10(3%)

良くないと

思う

7(2.1%)

概ね良いと

思う

91(27.7%)

(回答数 n=329)

どちらともいえない

38(11,6%)

良いと思う

183(55.6%)

あまり良くないと思う

6(2.7%) どちらともいえない

21(9.3%)

良くない

と思う

15(6.7%)

概ね良い

と思う

51(22.7%) 良いと思う

132(58,7%)
(回答数 n=225)

あまり良く

ないと思う

16(3.6%)

良くないと

思う

6(1.4%)

どちらともいえない

61(13.7%)

概ね良いと

思う

146(32.9%)

(園答数 n=444)

良いと思う

215(48.4%)



について

○自由記述を分類したものの上位回答

。「良いと思う」又は「概ね良いと思う」と回答 (n=544)

「良くないと思う」又は「あまり良くないと思う」と回答 (n=43)

・「どちらともいえない」と回答 (n=82)

自由記述の分類 回答数 (上ヒ率)

1 同意できる 365(67.1%)

2 人口減少・高齢化への懸念がある 26(4.8%)

3
(良いと思うが)一体感を持つことが難しい 7(1 3%)

区域を越えた連携が必要 7(1 3%)

5 「考えて決める」だけでなく「実行する」ことも必要 %)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 人口減少・高齢化への懸念がある 8(18.6%)

2 地域自治区制度・区割りの見直しが必要 6(14.0%)

3 地域により状況が異なる 6%)

4
一体感を持つことが難しい 4(9.3%)

現状の区域が広すぎる 4  ( 9.3%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 一体感を持つことが難しい 12(14.6%)

2 人口減少・高齢化への懸念がある 7(8.5%)

3 地域により状況が異なる 6(7.3%)

4 「考えて決める」だけでなく「実行する」ことも必要 3(3.7%)

5
地域自治区制度・区割の見直しが必要 2(2.4%)

実情や課題の把握が難しい 2(2.4%)
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について地域自治区の

2-2 方策案の「区域の維持 (現状どおり)」 について、どう思いますか。

O回答

【全体】

(15区】 【13区】

【地域の団体】 【地域協議会委員】

あまり良くないと思う

24(3.6%)

どちらともいえない

62(9.3%)

衰くないと思う

34(5.1%)

良いと思う

393(58.9%)

(回答数 n=667)

概ね良いと思う

154(23.1%)

あまり良くないと思う

19(5.7%)

良くないと

思う

22(6.6%)

概ね良い

と思う

70(21%)

(回答数 n=334)

どちらともいえない

31(9,3%)

良いと思う

192(57.5%)

あまり良くないと思う

5(1.5%) どちらともいえない

31(9.5%)
良くないと

思う

12(3,7%)

概ね良い

と思う

82(25%) 良いと思う

198(60.4%)
(回答数 n=328)

あまり良くないと思う

8(3.6%) どちらともいえない

18(8%)

良くないと

思う

21(9.4%)

概ね良い

と思う

33(14.7%)

良いと思う

144(64.3%)

(回答数 n=224)

あまり良くないと思う

16(3.6%) どちらともいえない

44(9,9%)

良くない

と思う

13(2.9%)

概ね良いと

思う

121(27.3%)
良いと思う

249(56.2%)

(回答数 n=443)
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地域自治区の区域について

○自由記述を分類したものの上位回答

。「良いと思う」又は「概ね良いと思う」と回答 (n=547)

・「良くないと思う」又は「あまり良くないと思う」と回答 (n=58)

。「どちらともいえない」と回答 (n=62)

O調査結果の総括

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 現状の区域で不都合がない (適切な範囲) 228(41.7%)

2 現状の区域は一体感 (愛着・親しみ)ん あヾる 128(23.4%)

3 現状の区域は昔からの範囲 (旧町村、歴史背景)である 55(10.1%)

4 将来的な見直しが必要 44  ( 8.0%)

5 学校区の範囲が良い (現状の区域と同じ) 32(5.9%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 現状より広い範囲とした方が良い 15(25.9%)

2 現状より狭い範囲とした方が良い 9(15.5%)

3 地域により状況が異なる 8(13.8%)

4

学校区の範囲が良い (現状の区域よりも狭い範囲) 4(6.9%)

地域自治区制度の見直しが必要 4(6.9%)

区域を越えた連携が必要 4(6.9%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1

将来的な見直しが必要 10(16.1%)

地域により状況が異なる 10(16.1%)

3 現状より広い範囲とした方が良い 6(9.7%)

4

現状より狭い範囲とした方が良い 2(3.2%)

地域自治区制度の見直しが必要 2(3.2%)

区域を越えた連携が必要 2(3.2%)

・地域自治区の区域については、理想的な姿「住民が地域の状況を理解し共有するこ

とができ、住民同士のつながり、安心感や共感、帰属感があり、相互に協力的な行

動ができる身近な地域」に賛同する意見が 8割を超え、その範囲として「現行の区

域のままでよい」とする意見も 8割を超えていることから、見直す必要はないもの

と考えられる。

。なお、肯定的意見、否定的意見のいずれのカテゴリーにおいても、】署来的な見直し

が必要という意見が見られており、地域の実情や住民のニーズ等を踏まえながら必

要に応じて地域と行政が見直しを検討する必要がある。
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地域協議会について

■地域協議会について

2-3 「理想的な姿」と「取組の方向性」について、どう思いますか。

O回答

【全体】

【15区】 【13区】

【地域の団体】 【地域協議会委員】

9

【理想的な姿】

地域の課題解決に向けて、地域の意見を的確に把握して対策を考え、決定し、実行につ

ながるよう働きかけることができる組織

【取組の方向性】

・多様な意見の把握から的確な課題設定、対応策の決定といつた「考えて決める」と

いう視点と、対応策の実施という「実行」の視点から、必要な見直しを検討する。

・令和 6年度から取り組む運用上の工夫の実施状況を踏まえて検討する。

どちらともいえない

182(27.3%)

良いと思う

180(27%)

あまり良くないと思う

79(11.8%)

良くないと思う

39(5.8%)

概ね良いと思う

187(28%)

(回答数 n=667)

どちらともいえない

95(28.4%)
良いと思う

85(25.4%)

あまり良く

ないと思う

42(12.5%)
概ね良いと

思う

91(27.2%)

良くないと思う

(罷象
6粋

335)

どちらともいえない

87(26.6%)
良いと思う

91(27.8%)

あまり良く

ないと思う

36(11%)

良くないと思う
概ね良いと

思う

96(29.4%)
17(5,2%)

(国答数 n=327)

どちらともいえない

46(20.5%)

あまり良く

ないと熙う

16(7,1%)

良いと思う

81(36.2%)

良くない

と思う

19(8,5%)
概ね良いと思う

62(27,7%)(回答数 n=224)

どちらとも

いえない

136(30.7%)

あまり良く

ないと思う

63(14.2%)

良いと思う

99(22.3%)

概ね良いと

思う
125(28.2%)

良くないと思う ノ

徊答製吟鞘め



こついて

○自由記述を分類したものの上位回答

・「良いと思う」又は「概ね良いと思う」と回答 (n=367)

。「良くないと思う」又は「あまり良くないと思う」と回答 (n=118)

・「どちらともいえない」と回答 (n=182)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 同意できる 149(40.6%)

2 実行することにも関与した方が良い 40(10,9%)

3 町内会長会などの団体との連携が必要 27(7.4%)

4 地域の現状・意見を把握できていない 18(4.9%)

5 委員報酬支給の検討が必要 16(4.4%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 会自体の必要性に疑義がある 27  (22.9%)

2
委員の人材不足 12(10.2%)

実行につながるか不安 12(10.2%)

4 住民の関心・認知度が低い 1 1 3%)

5 地域の現状・意見を把握できていない 10(8.5%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 地域の現状・意見を把握できていない 26(14.3%)

2 実行につながるか不安 20(11.0%)

3 住民の関心・認知度が低い 16(8.8%)

4
実行に関与しなくて良い 12(6.6%)

町内会長会などの団体との連携が必要 12(6.6%)

10



について

どちらともいえない

103(15.5%)
「劉体推薦十公

募」が良いと思う

203(30.6%)一部改善を加えた上

で 、「公募公選制の継

続」んヾ良いと思う
92(13.9%)

r公募公選制の継続」

が良いと思う

131(19,7%)

一部改善を加えた上で 、「団体推

薦十公募」が良いと思う

135(2硯 3%)(回答数 n=664)

2-4 方策案の「団体推薦+公募」と「公募公選制の継続」のどちらが良いと思いますか。

O回答

【全体】

【15区】 【13区】

【地域の団体】 【地域協議会委員】

一部改善を加え

た上で 、「公募
公選制の継続」
が良いと思う
38(11.4%)

どちらともいえない

63(19%)

「団体推薦十公

募」が良いと思う

96(28。 9%)

「公募公選制の継

続」が良いと思う
67(20.2%)

(回答数 n=332)

一部改善を加
えた上で 、
「団体推薦+
公募」ん〈良い

と思う
68(20.5%)

一部改善を加え

た上で 、「公募

公選制の継続」
が良いと思う
54(16.5%)

どちらともいえない
40(12.2%)

「団体推薦+公

募」が良いと思う
103(31.5%)

「公募公選制の継

続」力1良いと思う

64(196%)

(回答数 n=327)

一部改善を加
えた上で 、
「団体推薦十

公募」が良い
と思う

66(20.2%)

一部改善を加え

た上で 、「公募
公選制の継続」
が良いと思う

20(8.9%)

「公募公選制
の継続」が良
いと思う
40(17.9%)

(回答数 n=224)

どちらともいえない
40(17.9%)

「団体推薦+公
募」が良いと思う

/94(42%)

で 、「団体

推薦十公募」が良いと思う
30(13.4%)

一部改善を加 どちらともいえない

えた上で 、    63(14,3%)
「公募公選制
の継続」が良
いと思う
72(16.4%)

「公募公選制
の継続」が良
いと思う

91(20.7%)

(回答数 n=440)

r団体雄薦+公
募」が良いと思う

109(24.8%)

一部改善を加
えた上で 、
「団体推薦キ

公募」が良い

と思う
105(23.9%)

11



地域協議会について

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 多様な意見を把握できる 86  (25.4%)

2 実行につなげやすくする 71(21.0%)

3 委員数を確保できる 63(18.6%)

4 委員の資質・意思・意欲が必要 25(7.4%)

5 若者や女性の割合の増加 21(6.2%)

○自由記述を分類したものの上位回答

。「「団体推薦+公募」んヾ良いと思う」又は「一部改善を加えた上で 、「団体推薦+公募」が

良いと思う」と回答 (n=338)

・「「公募公選制の継続」が良いと思う」又は「一部改善を加えた上で 、「公募公選制の継続」

が良いと思う」と回答 (n〓 223)

・「どちらともいえない」と回答 (n〓 103)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 団体推薦は委員 。議論の偏りや固定化への懸念がある 57(25.6%)

2 個人の意思に基づき立候補できる 27(12.1%)

3 委員の資質・意思・意欲が必要 26(11.7%)

4 公募公選制が望ましい 25(11.2%)

5 意見交換の実施や委員構成などのルール化 18(8.1%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 委員の資質・意思・意欲が必要 10(9.7%)

2 団体推薦は委員・議論の偏りや固定化への懸念がある 9  (8.7%)

3 委員数を確保できる 8  (7.8%)

4 実行につなげやすくする 7  (6.8%)

5 多様な意見を把握できる 6  (5.8%)
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地域協議会について

2-5 地域協議会委員の定数を設けた方が良いと思いますか。

(2-4で「団体推薦+公募」が良いと思う又は一部改善を加えた上で 、「団体推

薦+公募」が良いと思うと答えた方のみ回答)

O回答

【全体】

【15区】 【13区】

【地域の団体】 【地域協議会委員】

どちらともいえない

35(10,4%)

設けなくてよいと思う

114(33.7%)
設けた方が良いと思う

189(55.9%)

(園答数 n=338)

どちらともいえない

16(9.8%)

設けなく

てよいと

思う

64(39%)

設けた方が

いと思う

84(51.2%)

(回答数 n=164)

どちらともいえない

19(11.2%)

設けなく

てよいと

思う

46(27.2%) 設けた方が

良いと思う

104(61.5%)
(回答数 n=169)

どちらともいえない

20(16.1%)

設けなくて_
よいと思う

37(29.8%)

設けた方が

良いと思う

67(54%)

(回答数 n=124)

どちらともいえない

15(7ゆ   ＼

設けなくて

よいと思う
~

77(36%)

(回答数 n=214)

設けた方が良

いと思う

122(57%)
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地域協議会について

O自由記述を分類したものの上位回答

・「設けた方が良いと思う」と回答 (n=189)

。「設けなくてよいと思う」と回答 (n=114)

。「どちらともいえない」と回答 (n=35)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 議論には一定の人数が必要 41(21.7%)

2 団体推薦と公募のそれぞれで確実に委員を選出する 35(18.5%)

3 定数を設けないと委員数を確保できない 26(13.8%)

4 多様な意見を把握できる 19(10.1%)

5 地域の団体のパランスをとる 11(5.8%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 下限や範囲を設けた方が良い 23  (20.2%)

2 地域の実態などに合わせて柔軟にした方が良い 19(16.7%)

3 地域に関心のない人が委員となる可能性がある 13(11.4%)

4 定数を設けても委員を集めることができない 12(10.5%)

5 議論には一定の人数が必要 2(1.8%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 地域の実態などに合わせて柔軟にした方が良い 3  (8.6%)

2 定数を設けないと委員数を確保できない 2(5.7%)

3
議論には一定の人数が必要 1(2.9%)

地域に関心のない人が委員となる可能性がある 1(2.9%)
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地域協議会について

2-6 現在の委員定数は適正だと思いますか。

O回答

【全体】

【15区】

【地域の団体】

【13区】

【地域協議会委員】

分からない

139(21,1%)

減らした方が良いと思う

182(27.6%)

現状のままで

良いと思う

327(49.5%)

(回答数 n=660)

増やした方が良いと思う

12(1.8%)

分からない

79(24%)

現状のままで

良いと思う

151(45.9%)

減らした方が

良いと思う

95(28.9%) 増やした方が良いと思う

4(1.2%)
(園答数 n=329)

分からない

60(18.4%)

現状のままで

良いと思う

175(53.7%)

減らした

方が良い

と思う

83(25.5%)

(回答数 n=326)

増やした方が良いと思う

8(2.5%)

分からない

40(18,1%)

現状のままで

良いと思う

106(48%)

監解 ン
74(33.5%)

増やした方が良いと思う

(回答数 n=221)   1(0.5%)

分からない

99(22,6%)

現状のままで

良いと思う

221(50.3%)

監魅ぎ/
108(24.6%) 増や た方が良いと思う

(回答数 n=439) 11(2.5%)
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地域協議会について

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 現状の人数で不都合がない 132(40.4%)

2 一定の人数が必要 71(21.7%)

3 現状で人口に応じる基準となっている 21(6.4%)

4 町内会数との比較 14(4.3%)

5 人回の推移に合わせて見直した方が良い 3  ( 0.9%)

O自由記述を分類したものの上位回答

。「現状のままで良いと思う」と回答 (n=327)

。「増やした方が良いと思う」と回答 (n=12)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 地域の意見を拾いきれていない 7  (58.3%)

2
人口の推移に合わせて見直した方が良い 1(8.3%)

地域の実態などに合わせて柔軟にした方が良い 1(8.3%)

・「減らした方が良いと思う」と回答 (n=182)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 人回の推移に合わせて見直した方が良い 84(46.2%)

2 意欲のある人が減つている (定数割れ) 37(20.3%)

3 議論がまとまらない 17(9.3%)

4
会自体の必要性に疑義がある 3(1. 6%)

人数はそれほど重要ではない 3(1. 6%)

。「分からない」と回答 (n=139)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 地域の実態などに合わせて柔軟にした方が良い 11(7.9%)

2 人国の推移に合わせて見直した方が良い 9(6.5%)

3 人数はそれほど重要ではない 7(5.0%)

4 会自体の必要性に疑義がある 5  (3.6%)

5 意欲のある人が減つている (定数割れ) 1(0.7%)
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地域協議会について

2-7 現在の委員の4年という任期についてどう思いますか。

O回答                   O望 ましいと思う任期

【全体】

分からない

90(13.6%)
適切だと思う

324(48,9%)
短いと

思う

1(0.2%)

長いと思う /
248(37.4%)

(回答数 n=663)

【15区】

分からない

43(13%)

短いと

思う

1(0,3%)

適切だと思う

158(47.9%)

長いと思う/
128(38,8%)

(回答数 n=330)

【13区】

分からない

47(14.3%)

短いと

思う

0(0%)

適切だと思う

163(49,7%)

長いと思う

118(36%)

(回答数 n=323)

1年

1(0.3%)
2年

111(32.7%)

151モ属箆%)＼

2～ 3年

26(7.7%)

3年

50(14.7%)

1～ 2年

1(0.3%)
(回答数 n=339)

1年

1(0.6%)

2年

60(34.9%)

無回答
78(45.3%) 3年

24(14%)

1～ 2年

1(0.6%)
2～ 3年

(回答数 n=172)8(4.7%)

1年

0(0%)
2年

51(30.9%)

無回答

72(43.6%) 3年

24(14.5%)

(回答数 n=165)18(10.9%)

1～ 2年

0(0%)
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地域協議会について

【地域の団体】

【地域協議会委員】

短いと

思う

0(0%)

分からない

28(12.6%)

/
長いと思う

79(35.4%) 適切だと思う

116(52%)
(園答数 n=223)

1年

0(0%) 2年

29(27.1%)
無回答

50(46.7%)

3年

22(20.6%)

(回答数 n=lo7)
6(5.6%)

1～ 2年

0(0%)

分からない

62(14.1%)
適切だと思う

208(47.3%)
短いと

思う

1(0.2%)

/
長いと思う

169(38.4%)

(回答数 n=440)

1年

1(0.4%)

無回答

100(43.1%)
2年

82(35.3%)

2～ 3年

20(8,6%)
1～ 2年

1(0.4%)

3年

28(12.1%)
(回答数 n=232)
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地域協議会について

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 課題解決や委員として活動するには一定の時間が必要 207  (63.9%)

2 議員の任期と合わせた方が良い 39  (12.0%)

3 現状の任期で不都合がない 23  ( 7.1%)

4 議員の任期と合わせる必要はない 3(0.9%)

5
意見・議論の偏りやマンネリ化への懸念がある 2  ( 0.6%)

町内会など他の役員の任期との比較 2  ( 0.6%)

○自由記述を分類したものの上位回答

。「適切だと思う」と回答 (n=324)

。「長いと思う」と回答 (n=248)

。「短いと思う」と回答 (n=1)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 課題解決や委員として活動するには一定の時間が必要 1 ( 1 00% )

・「分からない」と回答 (n=90)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 委員への負担が大きい 39  (15.7%)

2
より多くの人の意見を取り入れた方が良い 24  ( 9.7%)

委員になる八―ドルを下げる 24  ( 9.7%)

4 議員の任期と合わせる必要はない 21(8.5%)

5 意見 。議論の偏りやマンネリ化への懸念がある 20  ( 8.1%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 課題解決や委員として活動するには一定の時間が必要 9  (10.0%)

2
議員の任期と合わせる必要はない 5  ( 5.6%)

会自体の必要性に疑義がある 5  ( 5.6%)

4 委員になる八―ドルを下げる 4  ( 4.4%)

5 町内会など他の役員の任期との比較 2  ( 2.2%)
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について

2-8 公募委員の任期について、期数の上限を設けるべきだと思いますか。

O回答                 ○適当と考える期数

【全体】

どちらともいえない

115(17.3%)

設ける必要は

ないと思う

298(44.9%)

設けた方が

良いと思う

251(37.8%)

(回答数 n=664)

【15区】

【13区】

4期

3(1.2%)

3期

37(14.7%)

その他 。無回答
23(9.2%) 1期

24(9.6%)

(回答数 n=251)

2期

164(65.3%)

どちらともいえない

64(16,4%)
設ける必要は

ないと思う

127(38.5%)

設けた方が

良いと思う /
149(45,2%)

(回答数 n=330)

その他・無回答

11(7.4%)
1期

19(12.8%)

4期

1(0,7%)

3期

21(14.1%)

(回答数 n=149)

2期

97(65。 1%)

どちらともいえない

61(18.5%)
設ける必要は

ないと思う
/170(51.7%)

設けた方が

良いと思う/
98(29.8%)

(回答数 n=329)

その他・無回答
12(12.2%)

1期

5(6.1%)

4期

2(2%)

3期

15(15.3%)

2期

64(65.3%)

(回答数 n=98)
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について

【地域の団体】

【地域協議会委員】

どちらともいえない

38(17.1%) 設ける必要は

ないと思う

104(46.8%)

設けた方が

良いと思う

80(36%)

(回答数 n=222)

その他 。無回答

9(11.3%)
1期

8(10%)

4鶏

3(3.8%)

3期

12(15%)

(回答数 n=80)

2期

48(60%)

どちらともいえない

77(17.4%)

設ける必要は

ないと思う

194(43.9%)

設けた方が良

いと思う

171(38,7%)

(回答数 n=442)

その他・無回答
14(8.2%) 1期

16(9.4%)
4期

0(0%)

3期

25(14.6%)

(回答数 n=171)

2期

116(67.8%)
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地域協議会について

O自 由記述を分類したものの上位回答

。「設ける必要はないと思う」と回答 (n=298)

・「設けた方が良いと思う」と回答 (n=251)

。「どちらともいえない」と回答 (n=115)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 委員の意思を尊重した方が良い 137(46.0%)

2
必要な人材に継続してもらう 28(9.4%)

委員数を確保できる 28(9.4%)

4 長く務めることによる経験が重要 26(8,7%)

5 継続的な議論が必要 18(6.0%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 委員・議論の偏りや固定化への懸念がある 115(45.8%)

2 多くの人が委員になり、多様な意見を把握する 79(31.5%)

3 連続は不可とする 12(4.8%)

4 年齢上限を設ける 6 ( 2.4%)

5
継続的な議論が必要 5(2.0%)

委員数を確保できる 5  ( 2.0%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1

委員の意思を尊重した方が良い 15(13.0%)

委員 。議論の偏りや固定化への懸念がある 15(13.0%)

3 必要な人材に継続してもらう 14(12.2%)

4
多くの人が委員になり、多様な意見を把握する 9(7.8%)

委員数を確保できる 9(7.8%)
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こついて

既に出している

23(10.6%)

＼

出してもよい

87(39.9%)

どちらともいえない

63(28,9%)

(回答数 n=218)

出したくない

45(20,6%)

2-9 団体推薦とした場合には、貴団体から委員を出してもらえますか。

(地域の団体のみ回答)

O回答

【全体】

【15区】 【13区】

既に出している

15(16.5%) 出してもよい

38(41.8%)

どちらとも

いえない

21(23.1%)

(回答数 n=91)

出したくない

17(18.7%)

既に出している

8“.6ゆ ＼ 出してもよい

45(36.9%)

どちらとも

いえない

41(33.6%)

(回答数 n=122)

出したくない

28(23%)
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こついて

○自由記述を分類したものの上位回答

・「出してもよい」と回答 (n=87)

。「出したくない」と回答 (n=45)

・「どちらともいえない」と回答 (n=63)

。「既に出している」と回答 (n=23)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 地域に貢献したい (地域を熟知) 19(21.8%)

2 団体にメリット (連携できる)がある 1 1 ( 1 2 6%)

3 仕組みとして実施するのであれば 7(8.0%)

4
団体の意見を届けたい 3(3.4%)

既に委員を出している 3(3.4%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 大手不足 (負担増) 25(55,6%)

2
地域協議会に魅力を感じない 3(6.7%)

団体での任期と異なる 3(6.7%)

4 公平I性が保てない 2(4.4%)

5 団体の活動のみを行いたい 1(2.2%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 大手不足 (負担増 ) 17(27.0%)

2 公平性が保てない 5(7.9%)

3 既に委員を出している 2(3.2%)

4

興味がある 6%)

地域協議会に魅力を感じない 6%)

団体での任期と異なる 1(1.6%)

自由記述の分類 回答数 (上ヒ率)

1 既に委員を出している 13(56.5%)

2
団体の意見を届けたい 1(4.3%)

人手不足 (負担増) 1(4.3%)
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地域協議会について

○調査結果の総括

・委員構成については、理想的な姿「地域の課題解決に向けて、地域の意見を的確に

把握して対策を考え、決定し、実行につながるよう働きかけることができる組織」

に賛同する意見が 5割を超えており、多様な意見の把握や対応策を実行につなげや

すくなるという観点から「団体推薦と公募による選任方法」に肯定的な回答が半数

を超えている。

・一部に懸念することとして「単なる充て職になるおそれがある」、「意見等の偏りや

利益誘導が生じないよう透明性・公平性を担保するための配慮が必要」といつた意

見があつたが、これらの意見は、「公募公選制の継続が良い」という回答の中にも

多く見られている。また、「il生別等のルール化」の意見もあつた。

・委員定数については、「議論には一定の人数が必要」、「団体推薦と公募のそれぞれ

で確実に委員を選出する」といつた理由により、「設けた方が良い」、「現状のまま

で良い」が多かつた。また、「区によつて団体数等の状況が異なるため人口減少等

の状況の変化に応じて見直した方が良い」、「多様な意見を収集するため年齢構成や

男女比を考慮して委員の定数を決めた方が良い」という意見も見られており、こう

した点に留意する必要がある。

・任期については、「課題解決や委員として活動するには一定の時間が必要」との理

由により、「現在の任期 (4年)が適切だと思う」が最も多い。

・任期数については、「制限を設ける必要はない」が 4割強、「設けた方が良い」が 4

割弱で回答が指抗している。「設けた方が良い」の理由としては、「より多くの地域

住民が地域協議会に参加できる機会を設けた方が良い」、「まちづくりにかかわる人

の裾野が広がる」といつた意見が挙げられている。一方で、「常」限を設ける必要は

ない」の理由としては、「公選であれば制限は不要」という意見のほか、制限を設け

た場合、「委員の確保が難しくなる」、「議論の継続性が担保されない」といつたこ

とを懸念する意見がある。

・理想的な姿の実現を目指し、多様な意見を把握し実行につなげるため、議論の偏り

や委員の固定化などの懸念の解消に留意した上で、団体推薦と公募による委員の選

任方法が,S、 さわしいと考える。
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について

■地域の団体について

2-10 「理想的な姿」と「取組の方向性」について、どう思いますか。

O回答

【全体】

【15区】 【13区】

【地域の団体】 【地域協議会委員】

【理想的な姿】

地域での公益的な活動を企画し、自主的・持続的に取り組むことができる団体

【取組の方向性】

・地域自治区全域の公益的活動を担つている団体 (住民組織等)の安定的で継続的な

活動の確保に向けた支援を行う。

・地域活動の維持・継続に向けて、地域内での団体間の連携はもとより、地域外の団

体との広域連携、外部人材の活用等、地域の枠組みに捕らわれない多様な人材確保

の在り方や財源確保についても検討する。

どちらともいえない

133(20.5%)

あまり良くないと思う

23(3.5%)

良くないと思う

19(2.9%)

良いと思う

297(45,7%)

(回答数 n=650)

概ね良いと思う

178(27.4%)

どちらともいえない

78(23.6%) 良いと思う

145(43,8%)
あまり良く

ないと思

10(3%)

良くないと

思う

12(3.6%) 概ね良tヽ と思う

86(26%)(回答数 n=331)

どちらともいえない

55(17.5%)

あまり良く 良いと思う

148(47.1%)ないと思う

13(4.1%)

良くない

と思う

7(2.2%)

(回答数 n=314)

概ね良いと思う

91(29%)

どちらともいえない

45(19,9%)

あまり良く

ないと思

6(2.7%)

良いと思う

109(48.2%)

鞘 /
10(4,4%)

(回答数 n=226)

概ね良いと思う

56(24.8%)

どちらともいえない

88(20,8%)
良いと思う

188(44.3%)あまり良く

ないと思う

17(4%)

良くない

と思う

9(2.1%)
概ね良いと思う

122(28.8%)(回答数 n=424)
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こついて

○自由記述を分類したものの上位回答

。「良いと思う」又は「概ね良いと思う」と回答 (n=475)

。「良くないと思う」又は「あまり良くないと思う」と回答 (n=42)

。「どちらともいえない」と回答 (n=133)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 同意できる 236  (49.7%)

2 団体への人材面や資金面などの支援が必要 39  ( 8.2%)

3
町内会は運営が難しい状況 17(3.6%)

地域協議会との連携も必要 17(3,6%)

5
(良いと思うが)団体に支援を担うほどの余力がない 7(1.5%)

支援を担う団体がない 7 ( 1 5%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 団体に支援を担うほどの余力がない 14(33.3%)

2 団体ではなく行政が支援した方が良い 7(16.7%)

3 団体に行政の考え方を押し付けない方が良い 4  ( 9.5%)

4 団体間の支援・連携は難しい 3(7.1%)

5

住民組織、町内会長連絡協議会以外の団体にも支援してほしい 1(2,4%)

団体が特定の活動しかしていない 1(2.4%)

地域協議会との連携も必要 1(2.4%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 団体に支援を担うほどの余力がない 17(12.8%)

2 団体の認知度が低い 11(8.3%)

3 団体が特定の活動しかしていない 10(7.5%)

4 町内会は運営が難しい状況 8(6.0%)

5 支援を担う団体がない 4(3.0%)
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地域の団体について

どちらともいえない

14(28,6%)

できている

12(24.5%)

あまりできていない

5(10,2%)

(回答数 n=49)

できていなもヽ

6(12.2%)

概ねできている

12(24.5%)

2-11 現行の事業 (自主事業、市からの委託事業など)は資金面や人材面で無理なくで

きていますか。(住民組織、町内会長連絡協議会のみ回答)

○回答

【全体】

【15区】 【13区】

どちらとも

いえない

8(27.6%)

できている

11(37.9%)

あまりでき

ていない

3(10,3%)

できていない

2(6.9%) 概ねできている

5(17.2%)
(回答数 n=29)

どちらとも

いえなしヽ

6(30%)

できている

1(5%)

概ねでき

ている

7(35%)

あまりでき

ていない

2(10%) ＼ヽ
できていない

4(20%)(回答数 n=20)
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こついて

自由記述の分類 回答数 (上ヒ率)

1 問題なく実施できている 9(37.5%)

2 現状はできているが、将来が不安 5  (20.8%)

3 できる範囲・予算で実施している 4(16.7%)

4 事業を実施していない 3(12.5%)

5
現状の維持で精一杯 2  ( 8.3%)

人手が足りない 2(8.3%)

○自由記述を分類したものの上位回答

。「できている」又は「概ねできている」と回答 (n=24)

。「できていない」又は「あまりできていない」と回答 (n=11)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 十分な資金がない 8  (72.7%)

2 大手が足りない 7(63.6%)

。「どちらともいえない」と回答 (n=14)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 事業を実施していない 6  (42.9%)

2 大手が足りない 3(21.4%)

3 十分な資金がない 2(14.3%)

4

できる範囲・予算で実施している 1(7.1%)

現状の維持で精一杯 1(7.1%)

活動に結びつかない 1(7.1%)
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地域の団体について

どちらともいえない

4(7.7%)

ない

12(23.1%)

ある

36(69.2%)

(回答数 n=52)

2-12 組織運営面での課題や困りごとはありますか。

(住民組織、町内会長連絡協議会のみ回答)

O回答

【全体】

【15区】 【13区】

○自由記述を分類したものの上位回答

。「ある」と回答 (n=36)

。「ない」と回答 (n=12)

。「どちらともいえない」と回答 (n=4)

自由記述の分類 回答数 (上ヒ率)

1

運営面の課題 1(25.0%)

活動休止中 1(25,0%)

意欲がない 1(25.0%)

どちらともいえない

2(6,9%)

ない

10(34.5%)

ある

17(58.6%)

(国答数 n=29)

どちらともいえない

2(8,7%)

ない

2(8,7%)

(回答数 n=23)

ある

19(82.6%)

自由記述の分類 回答数 (上ヒ率)

1 人材面の課題 (大手、リーダーなど) 21(58.3%)

2 資金面の課題 (事業費、運営費など) 15(41.7%)

3 運営面の課題 (事業の企画、役員決めなど) 8(22.2%)

4 現状の維持で精一杯 3(8.3%)
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地域の団体について

2-13 今後、町内会や区内の住民のために新たな公益的な取組を行いたいという構想

や思いはありますか。(住民組織、町内会長連絡協議会のみ回答)

O回答

【全体】

【15区】 (13区】

どちらともいえない

13(25%)
ある

12(23.1%)

(回答数 n=52)

ない

27(51.9%)

どちらともいえない

5(17.2%) ある

6(20.7%)

(回答数 n=29)

ない

18(62.1%)

どちらともいえない

8(34.8%) ある

6(26.1%)

(回答数 n=23)

ない

9(39.1%)
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について

○自由記述を分類したものの上位回答

。「ある」と回答 (n=12)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 課題解決・生活支援 9(75.0%)

2 (思いはあるが)現状で手一杯であり、新たな取組は難しい 1(8.3%)

。「ない」と回答 (n=27)

・「どちらともいえない」と回答 (n〓 13)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 現状で手一杯であり、新たな取組は難しい 9(33.3%)

2 新たな取組の必要性を感じない 5(18.5%)

3 市で検討 。実施した方が良い 2(7.4%)

4 活動休止中 1(3.7%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 現状で手一杯であり、新たな取組は難しい 8(61.5%)

2 課題解決・生活支援 2(15.4%)

3 何をしていいか分からない 1(7.7%)
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地域の団体について

2-14 構想や思いがある場合には、現行の体制で実施できますか。

(2-13で 「ある」と答えた方のみ回答)

O回答

【全体】

【15区】 【13区】

○自由記述を分類したものの上位回答

・「できる」と回答 (n=2)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 分担により実施 1(50.0%)

。「できない」と回答 (n=6)

自由記述の分類 回答数 (上ヒ率)

1 人材面の課題 3  (50.0%)

2 他団体との連携が必要 2(33.3%)

・「どちらともいえない」と回答 (n=4)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 人材面の課題 4(100%)

2 資金面の課題 1(25.0%)

できる

2(16,7%)

どちらともいえない

4(33.3%)

(回答数 n=12)

できない

6(50%)

どちらともいえない

1(16,7%)
できる

2(33.3%)

できない

3(50%)

(回答数 n=6)

できる

0(0%)

どちらとも

いえない

3(50%)

できない

3(50%)

(回答数 n=6)
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地域の団体について

ない

5(9.6%)

どちらともいえない

2(3.8%)

ある

45(86.5%)

(回答数 n=52)

2-15 現在の取組の実施に当たつて、地域の他団体との連携協力関係はありますか。

(住民組織、町内会長連絡協議会のみ回答)

O回答

【全体】

【15区】 【13区】

○自由記述を分類したものの上位回答

。「ある」と回答 (n=45)

・「ない」と回答 (n〓 5)

。「どちらともいえない」と回答 (n=2)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1

活動休止中 1(50.0%)

会員が他団体と重複している 1(50.0%)

どちらともいえない

1(3.4%)

ない

2(6.9%)

(回答数 n=29)

ある

26(89.7%)

どちらともいえない

1(4.3%)

ない

3(13%)

(回答数 n=23)

ある

19(82.6%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 活動の関係団体との連携 35(77.8%)

2 町内会 (会長会)との連携 8(17.8%)

3 住民組織との連携 3(6.7%)
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地域の団体について

2-16 現在、連携協力しているか否かにかかわらず、今後新たに他の団体と連携協力し

たいという意向はありますか。(住民組織、町内会長連絡協議会のみ回答)

O回答

【全体】

【15区】 【13区】

どちらともtヽ えない

14(26.9%)

ある

20(38.5%)

(回答数 n=52)

ない

18(34.6%)

どちらともいえない

9(31%)
ある

11(37.9%)

ない

9(31%)

(回答数 n=29)

どちらともいえない

5(21.7%)

ある

9(39.1%)

ない

9(39,1%)

(回答数 n=23)
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地域の団体について

O自由記述を分類したものの上位回答

・「ある」と回答 (n=20)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 活動での連携 10(50.0%)

2 機会・必要性があれば行いたい 2(10,0%)

・「ない」と回答 (n=18)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 既に必要な連携は行つている 4  (22.2%)

2

現状で手一杯であり、新たな取組は難しい 1(5.6%)

必要I陛を感じていない 1(5.6%)

連携協力する団体がない 1(5.6%)

・「どちらともいえない」と回答 (n=14)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 機会・必要性があれば行いたい 7  (50.0%)

2

既に必要な連携は行つている 1(7.1%)

現状で手一杯であり、新たな取組は難しい 1(7.1%)

活動休止中 1(7.1%)

連携協力に当たつて事前調整が必要 1(7.1%)
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地域の団体について

2-17 自主事業として収益事業を行いたいという構想や思いはありますか。

(住民組織、町内会長連絡協議会のみ回答)

O回答

【全体】

【15区】 【13区】

どちらともいえない

10(19.2%)

ある

10(19.2%)

ない

(回答数 n=52)
＼ 32(61.5%)

どちらともいえない

4(13.8%)
ある

4(13.8%)

(回答数 n=29)

ない

21(72.4%)

どちらともいえない

る(26.1%) ある

6(26.1%)

(回答数 n=23)

ない

11(47.8%)
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地域の団体について

O自由記述を分類したものの上位回答

・「ある」と回答 (n=lo)

。「ない」と回答 (n=32)

。「どちらともいえない」と回答 (n=10)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 自主財源の確保に向けた取組 3(30.0%)

2

地場産品の活用・販売 2  (20.0%)

事務 。人材派遣等 2  (20.0%)

既に実施している 2  (20.0%)

5 何をしていいか分からない 1(10.0%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 何をしていいか分からない 7(21.9%)

2 必要性を感じない 5(15.6%)

3 現状で手一杯であり、新たな取組は難しい 4(12.5%)

4 現在の活動の見直し・継続 2(6.3%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1

現状で手一杯であり、新たな取組は難しい 2(20.0%)

既に実施している 2(20,0%)

3
地場産品の活用・販売 1(10.0%)

活動体止中 1(10.0%)
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地域の団体について

2-18 収益事業を行う構想や思いがある場合には、現行の体制で実施できますか。

(2-17で 「ある」と答えた方のみ回答)

○回答

【全体】

【15区】 【13区】

O自由記述を分類したものの上位回答

・「できる」と回答 (n=1)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 現体制で実施する 1(100%)

。「できない」と回答 (n=6)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 人手が足りない 4  (66.7%)

2
何から始めてよいのか分からない 1(16.7%)

事業の提案ができない 1(16.7%)

。「どちらともいえない」と回答 (n=3)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 実施方法などを検討したい 2  (66.7%)

2 大手が足りない 1  (33.3%)

どちらともしヽえない

3(30%)

できる

1(10%)

できない

6(60%)

(回答数 n=10)

できる

0(0%)

どちらとも

いえない

2(50γ。)

できない

2(50%)

(回答数 n=4)

どちらともいえない

1(16.7%)
できる

1(16.7%)

(回答数 n=6)

できない

4(66.7%)
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地域の団体について

どちらともtヽ えない

6(12%)

ない

6(12%)

ある

38(76%)

(回答数 n=50)

2-19 今後の事業実施や組織運営の面などで、市に期待する支援策はありますか。

(住民組織、町内会長連絡協議会のみ回答)

O回答

【全体】

【15区】 【13区】

O自由記述を分類したものの上位回答

。「ある」と回答 (n=38)

・「ない」と回答 (n=6)

自由記述の分類 回答数 l上ヒ率)

1 現状で良い 3  (50.0%)

どちらともいえない

3(11.1%)

ない

4(14.8%)

ある

20(74.1%)

(回答数 n=27)

どちらともいえない

3(13%)

ない

2(8.7%)

(園答数 n=23)

ある

18(78.3%)

自由記述の分類 回答数 (上ヒ率)

1 資金面の支援 22(57.9%)

2 人材面の支援 11(28.9%)

3 外部の専門家による助言 4(10.5%)

4
他団体との連携に向けた顔合わせの場の提供 2(5.3%)

市のバスの利用 2(5.3%)

。「どちらともいえない」と回答 (n=6)
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地域の団体について

○調査結果の総括

・地域の団体の理想的な姿「地域での公益的な活動を企画し、自主的・持続的に取り

組むことができる団体」を目指し、小規模化・高齢化により町内会活動の維持が困

難になりつつある中、住民組織等の安定的で継続的な活動の確保に向けた支援を行

う方向性について、賛同する意見が 7割を超えている。

・住民組織等における組織運営面での課題や困りごとについて、7割弱が「ある」と

回答し、その内容としては、「スタツフ体市」」や「地域の担い手となるリーダー育成」

といった人材面の課題、「人件費等の運営費や事業費」といつた資金面の課題が多く

見られた。

・市に期待する支援策について、「ある」という回答が 7割を超えており、課題として

も挙げられていた資金面や人材面の支援の他、外部の専門家による助言を求める声

もあつた。

・人材面、資金面など様々な側面から行政の支援策が求められていることから、団体

ごとの実情に応じた各種の支援策を検討し支援を行う必要がある。
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化する予算の仕組みについてを

■地域自治の活動を活性化する予算の仕組みについて

2-20 「理想的な姿」と「取組の方向性」について、どう思いますか。

O回答

【全体】

【15区】 【13区】

【地域の団体】 【地域協議会委員】

【理想的な姿】

各地域における地域課題の解決や維持・活性化に寄与する予算の仕組み

【取組の方向性】

・地域独自の予算事業について、地域の意見等を踏まえながら必要な改善等を検討す

る。

・地域自治区単位の活動促進に資するもの及び取組内容に応じたきめ細やかな支援が

可能な予算の仕組みについて、プロジェクト全体の検討状況を踏まえて検討する。

どちらともいえない

155(23.6%)

良いと思う

250(38%)

あまり良くないと思う

33(5%)

(回答数 n=658)

良くないと思う
34(5.2%)

概ね良いと思う

186(28.3%)

どちらともいえない

87(26.7%)

＼
良いと思う

120(36.8%)

あまり良く

ないと思う

16(4.9%)

良くなもヽと思う

10(3.1%) 概ね良いと思う

93(28.5%)
(回答数 n=326)

どちらともいえない

68(20.8%)
良いと思う

127(38.8%)
あまり良く

守与i簾昴デ＼

良くないと思う

24(7.3%)
概ね良いと思う

91(27.8%)(回答数 n=327)

どちらともいえない

51(22.8%)

あまり良く

ないと思う

8(3.6%)＼
良いと思う

103(46%)

良くない

と思う

7(3,1%)
概ね良いと思う

55(24.6%)(回答数 n=224)

どちらともいえない

104(24%)
良いと思う

147(33.9%)

あまり良く

ないと思う

25(5.8%)

良くないと

思う

27(6.2%)
概ね良いと思う

131(30.2%)(回答数 n=434)
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化する予算の仕組みについて

O自由記述を分類したものの上位回答

。「良いと思う」又は「概ね良いと思う」と回答 (n=436)

・「良くないと思う」又は「あまり良くないと思う」と回答 (n=67)

。「どちらともいえない」と回答 (n〓 155)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 同意できる 181(41.5%)

2 地域活動には予算が必要 42(9Ⅲ 6%)

3
自己負担が活動を阻害する懸念がある 11(2.5%)

地域協議会の関わりが必要 11(2.5%)

5
地域独自の予算事業の改善が必要 9(2.1%)

公平性・透明性が必要 9(2.1%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 自己負担が活動を阻害する懸念がある 22(32.8%)

2
自由度の高い予算が必要 7(10,4%)

効果的な予算執行が必要 7(10.4%)

4
地域独自の予算事業の改善が必要 6(9.0%)

地域活動支援事業のように制度に、または戻した方が良い 6(9.0%)

自由記述の分類 回答数 (上ヒ率)

1 自己負担が活動を阻害する懸念がある 16(10.3%)

2 効果的な予算執行が必要 15(9.7%)

3 公平性・透明性が必要 13(8.4%)

4 地域独自の予算事業の改善が必要 10(6.5%)

5 地域協議会の関わりが必要 7  ( 4.5%)
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地域自治の活動を活性化する予算の仕組みについて

2-21 方策案の「地域独自の予算事業の改善による支援の継続」と「地域自治区単位で

予算の使い道を決めて実行につなげる制度の創設」のどちらが良いと思います

か。

O回答

【全体】

【15区】 【13区】

【地域の団体】 【地域協議会委員】

どちらともいえない

145(22.3%)

1つ 目の方策案 (地域独自の予算事業

の改善による支援の継続)ん 良ヾい

126(19.4%)

方策案1と 2の両

方の制度を活用
した方が良い

123(19%)

2つめの方策案 (地域自治区単位で

予算の使い道を決めて実行につな

|ず る制度の創設)が良い

255(39,3%)
(回答数 n=649)

どちらともいえない

74(231%)

1つ 目の方策案 (地

域独自の予算事業
の改善による支援
の継続)が良い

74(231%)

2つめの方策案 (地

域自治区単位で予算
の使い道を決めて実
行につなげる制度の

創設)が良い
117(36.6%)

方策案1と

2の両方の

制度を活
用した方
が良い

55(17.2%)

(回答数 n=320)

どちらともいえない
71(21.9%)

方策案1と 2の

両方の制度を

活用した方が

良い
66(20.4%)

1つ 目の方策案 (地

域独自の予算事業
の改善による支援
の継続)勾く良い

52(16%)

2つめの方策案 (地

域自治区単位で予算
の使い道を決めて実

行につなげる制度の

創設)が良い
135(41.7%)(回答数 n=324)

どちらともいえない

46(20.6%)

方策案1と 2の

両方の制度を

活用した方が

良い
48(21.5%)

(回答数 n=223)

1つ目の方策案
(地域独自の予

算事業の改善に

よる支援の継
続)力く良い
50(22.4%)

2つめの方策案 (地

域白治区単位で予算
の使い道を決めて実

行につなげる制度の

創設)が良い
79(35.4%)

どちらともいえない

99(23.2%)

1つ 目の方策案

(地域独自の予

算事業の改善に

よる支援の継
続)力く良い

76(178%)

2つめの方策案 (地

域白治区単位で予算
の使とヽ道を決めて実

行につなげる制度の

創設)が良い
176(41.3%)

方策案1と 2の

両方の制度を

活用した方が

良い
75(17.6%)

(回答数 n=426)
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を活性化す について

○自由記述を分類したものの上位回答

。「1つ目の方策案 (地域独自の予算事業の改善による支援の継続)が良い」と回答 (n=126)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 現状の制度で良い 17(13.5%)

2
きめ細やかな支援制度だから 16(12.7%)

公平性・透明性が必要 16(12=7%)

4 継続して活動を行う 11(8.7%)

5 予算を配分すると無理な消化につながる懸念がある 9(7.1%)

。「2つめの方策案 (地域自治区単位で予算の使い道を決めて実行につなげる制度の創設)が良

い」と回答 (n=255)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 地域全体で主体的に考えて取り組む 77  (30.2%)

2 地域の状況に合わせて柔軟に 36(14.1%)

3 地域協議会の関わりが必要 31(12.2%)

4 まちづくリセンター・総合事務所の関わりが必要 25(9.8%)

5 公平性・透明性が必要 21(8.2%)

。「方策案 1と 2の両方の制度を活用した方が良い」と回答 (n=123)

自由記述の分類 回答数 (上ヒ率)

1 地域全体で主体的に考えて取り組む 24(19.5%)

2 それぞれ長短がある 22(17.9%)

3 きめ細やかな支援制度 17(13.8%)

4 地域の状況に合わせて柔軟に 15(12.2%)

5 継続して活動を行う 1 2 ( 9 8%)

・「どちらともいえない」と回答 (n=145)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1

地域活動支援事業のように制度に、または戻した方が良い 5(3.4%)

地域自治区の範囲を超えた予算が必要 5(3.4%)

3

予算を配分すると無理な消化につながる懸念がある 4(2.8%)

公平性・透明性が必要 4(2,8%)

それぞれ長短がある 4(2,8%)
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す る地域自治の活動 について

2-22 現行の地域独自の予算事業で改善してほしいことを教えてください。

(2-21で「1つ目の方策案 (地域独自の予算事業の改善による支援の継続)

が良い」又は「方策案 1と 2の両方の制度を活用した方が良い」と答えた方のみ

回答)

○自由記述を分類したものの上位回答 (n=249)

2-23 2つ 目の方策案として示した「地域自治区単位で予算の使い道を決めて実行に

つなげる制度の創設」について、どのような実施方法が良いと思いますか。

(2-21で「2つめの方策案 (地域自治区単位で予算の使い道を決めて実行に

つなげる制度の創設)が良い」又は「方策案 1と 2の両方の制度を活用した方が

良い」と答えた方のみ回答)

○自由記述を分類したものの上位回答 (n=378)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 補助率の見直し 90(36.1%)

2 対象経費の拡大 23  ( 9.2%)

3 相談期限の延長 16(6.4%)

4 地域協議会の関わりが必要 11(4.4%)

5 手続きの簡略化 8(3.2%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 地域協議会や町内会長会など地域が決める 76(20.1%)

2 予算上限を設ける 55(14.6%)

3 地域と市が一体となり決定する 39(10.3%)

4 対象経費など制限を加える 33(8.7%)

5 まちづくリセンター・総合事務所など市が決める 30(7.9%)
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地域自治の活動 ヒする予算の仕組みについて

○調査結果の総括

・地域自治の活動を活性化する予算の仕組みの理想的な姿とした「各地域における地

域課題の解決や維持・活性化に寄与する予算の仕組み」について、賛同する意見が

6割を超えていた。

・方策案として提示した「地域独自の予算事業の改善による支援の継続」と「地域自

治区単位で予算の使い道を決めて実行につなげる制度の創設」のどちらが良いかの

設間では、「地域全体で主体的に考え、地域の状況に合わせて柔軟に取り組める」と

の理由により、「地域自治区単位で予算の使い道を決めて実行につなげる制度の創

設」んヾ回答の約 4害」を占めたものの、「地域独自の予算事業の改善による支援の継

続」、「両方の制度を活用」の順でいずれも約 2割を占めるなど一定のばらつきが見

られた。

。「地域自治区単位で予算の使い道を決めて実行につなげる制度」の創設を肯定する

意見の中には、制度の留意点として、「各種団体が行う小規模な市民活動が阻害さ

れないように配慮してほしい」、「地域の課題の解決と関係の薄い事業もあるため、

地域にとつて必要 '有益な取組であるか精査する専門部署、監査役の設置や成果報

告会の開催等のチェツクが必要」といつた新たな制度により実施される取組に対す

る意見や、「予算ありきで使い道を決めるのではなく、活動ありきで予算を付ける

方が地域や団体の自主性を尊重できる」、「予算配分すると無理に使い切ろうとする

懸念があるため、枠配分方式とする場合には予算消化にならないための配慮が必

要」といつた予算の運用に関する意見も見られた。

。このほか、「地域で話し合つて事業を実施する上では地域計画 (ビジヨン)が必要」、

「地域活性化の方向性について議論を深めて実行性のある地域計画を策定する必

要がある」など、予算等について地域で協議していく上での地域計画 (ビジヨン)

の必要性に関する意見が見られた。

・「地域独自の予算事業の改善」については、補助率や対象経費、提案期限、市直営と

補助の区別が明確でないといつた点で見直しを求める意見が多く見られた。

・地域が主体的に検討 。決定した地域課題の解決策等を柔軟に実行につなげるととも

に既存の市民活動の継続も考慮した財源支援の仕組みを検討する必要がある。
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まちづくリセンターについて及

■総合事務所及びまちづくリセンターについて

2-24 「理想的な姿」と「取組の方向性」について、どう思いますか。

O回答

【全体】

【15区】 【13区】

【地域の団体】 【地域協議会委員】

【理想的な姿】

地域の一員として連携し、コミュニケーシヨンが図られ、地域の団体等が「考え、決

め、実行する」ことを支援する組織

【取組の方向性】

・本プロジエクトのほかの検討項目での方針や方策に応じて、必要な体制を検討す

る。

どちらともいえない

115(17.6%)

あまり良くないと思う

11(1.7%)

良くないと思う

10(1.5%)
良いと思う

344(52.7%)

(回答数 n=653)

概ね良いと思う

173(26.5%)

どちらともいえない

67(20.9%)

あまり良く

ないと思う

5(1.611)

良くないと

思う

3(0,9%)

良いと思う

168(52.3%)

(回答数 n=321)
概ね良いと思う

78(24.3%)

あまり良く

ないと思う

6(1.8%)

どちらともいえなtヽ

47(14.4%)

良くない

と思う

7(2.1%)

/
概ね良いと思う

95(29.1%)

良いと思う

172(52,6%)

(回答数 n=327)

あまり良く

ないと思う

0(0%)

どちらともいえない

34(15.4%)

良くない

と思う

4(1.8%)

概ね良いと

思 う 良いと思う

125(56.6%)58(26,2%)

(回答数 n=221)

あまり良く

ないと思う

11(2.5%)

どちらともいえない

81(18.8%)

良くない

と思う

6(1.4%)

概
袢景】!党船シ

/

良いと思う

219(50,7%)
(園答数 n=432)
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総合事務所及びまちづくリセンターについて

O自 由記述を分類したものの上位回答

。「良いと思う」又は「概ね良いと思う」と回答 (n〓 517)

。「良くないと思う」又は「あまり良くないと思う」と回答 (n=21)

・「どちらともいえない」と回答 (n=115)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 同意できる 117(22.6%)

2 地域を知る、関わりを持つことが大切 84(16.2%)

3 現状に不満がない 79(15.3%)

4 地域にはまちづくリセンター・総合事務所が必要 48(9.3%)

5 人員確保など必要な体制の整備 45(8.7%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 人員確保など必要な体制の整備 3(14.3%)

2
まちづくリセンターと総合事務所を同じ体制にした方が良い 2(9.5%)

支援だけでなく実行することも考えてほしい 2  ( 9.5%)

4
地域を知る、関わりを持つことが大切 1(4.8%)

具体案が不明 1(4.8%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 具体案が不明 14(12.2%)

2 地域を知る、関わりを持つことが大切 12(10.4%)

3 人員確保など必要な体制の整備 10(8`7%)

4 支援だけでなく実行することも考えてほしい 8  ( 7.0%)

5 まちづくリセンターと総合事務所では状況が異なる 5  ( 4.3%)
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総合事務所及びまちづくリセンターについて

2-25 現在の総合事務所やまちづくリセンターには「権限がない、予算がない」と言わ

れることもありますが、実際にそのように感じたことはありますか。

○回答

【全体】

【15区】 【13区】

【地域の団体】 【地域協議会委員】

分からない

225(34.5%)

感じることがある

260(39.8%)

(回答数 n=653)

感じたことはない

168(25.7%)

感じることがある

78(24,1%)

分からない

132(40,9%)

(回答数 n=323)

感じたこと

はない

113(35%)

分からない

92(28.3%)

感じたこ

とはない

53(16,3%)

感じること

がある

180(55.4%)

(回答数 n=325)

分からない

33(14.9%)
感じること

がある

104(47.1%)

感じたこ

とはない

84(38%)

(回答数 n=221)

分からない

192(44.4%)

感じること

がある

156(36,1%)

(回答数 n=432)

感じたことはない

84(19.4%)
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総合事務所及びまちづくリセンターについて

○自由記述を分類したものの上位回答

・「感じることがある」と回答 (n=260)

。「感じたことはない」と回答 (n=168)

・「分からない」と回答 (n=225)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1

木田等の各課の判断が必要 54  (20.8%)

予算がつかない・縮小傾向にある 54  (20.8%)

3
まちづくリセンター・総合事務所の権限や予算を見直した方が

良い
46(17.7%)

4 相談が解決につながらなかつたとき 36(13.8%)

5 相談から解決までに時間を要したとき 21(8.1%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 役割を果たしている 50(29.8%)

2 関わり・場面がない 11(6.5%)

3 そもそも役害」上、予算・権限がないと思つている 9(5.4%)

4 予算・権限を持つていると考える 6(3.6%)

5 まちづくリセンターと総合事務所では状況が異なる 3(1.8%)

自由記述の分類 回答数 (比率)

1 関わり・場面がない 22  (9.8%)

2 そもそも役害」上、予算・権限がないと思つている 7(3.1%)

3 役割を果たしている 6  (2.7%)

4
まちづくリセンター・総合事務所の権限や予算を見直した方が

良い
5(2.2%)

5
相談が解決につながらなかつたとき 2(0.9%)

まちづくリセンターと総合事務所では状況が異なる 2(0.9%)
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及びまちづくリセンターについて

○調査結果の総括

,総合事務所及びまちづくリセンターの理想的な姿とした「地域の一員として連携し、

コミュニケーションが図られ、地域の団体等が『考え、決め、実行する』ことを支

援する組織」について、「地域への積極的な関わりを強化してほしい」といつた理由

から、賛同する意見が 8割弱であつた。

・人員体制について、まちづくリセンターに関しては、「地域の団体等への支援・アド

バイスが今以上にできる体制を整備して欲しい」、「実際に顔を合わせた地域とのコ

ミュニケーションが重要であるが、今の職員数では難しい」、「まちづくリセンター

の負担が増え過ぎないよう、地域に出向いて話を聞く人を増やせると良い」といつ

た意見が見られた。

。このほか、総合事務所やまちづくリセンターには権限や予算がないと感じたことが

あるかとの設間については、4割弱が「ある」と回答し、その理由として「木田庁

舎等の各課等の判断が必要と言われた」、「予算が付かなかつたり縮小傾向にある」

との意見が見られた。

総合事務所及びまちづくリセンターについては、地域の団体等と関わる機会を十分

に確保するとともに、地域課題の解決に向けて適切な支援を行うことができるよう

体制の強化を図る必要がある。
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地域自治推進プロジェク
トでの検討状況 内容

提言内容

取組状況等

令和5年7月4日時点
【総務常任委員会所管事務調査資料】

令和7年3月時点

1-3 それぞれの区の地域計画の策定を目指す事

　いま必要なことは、28区それぞれの歴史や伝
統、その地域の特性を活かした持続可能なまちづ
くりであり、地域のあるべき姿の計画である。行
政は、各々の地域協議会、町内会やその他の団体
と協力し、地域の方向を共有する地域計画の策定
を目指す事。
　「2.地域協議会のあり方への提言」でも同様の
提案を行っている。

【現在の取組等】
・市では、自治基本条例の規定に基づいて市政運
営の総合的な指針として総合計画を策定するとと
もに、各課等が所管する取組の目的に応じた各種
計画を策定・運用している。
・なお、各地域協議会において地域の活力向上に
向けた議論を進めるに当たり、委員間、地域協議
会と市の認識の共有を図るとともに、市の取組の
企画の参考とするため、「地域活性化の方向性」
を作成いただくよう、地域協議会へ依頼した。
・各地域協議会においては、地域との意見交換や
アンケート等によって地域の声を集約しながら順
次作成している。（令和6年1月に全28区作成済
み）
【今後の対応】
・地域自治に関する地区ごとの計画の策定につい
ては、地域自治推進プロジェクトの下、地域自治
の仕組みの強化に向けて地域の団体等へのヒアリ
ングや意見交換等を通じ、その必要性も含めて検
討していく。

一部対応
（市が地域計画を策
定するという考えは
ない）

・地域自治区として目指す姿とその実現に向け
た方策を盛り込み、地域で話し合いや実行を進
めていく上での基本的な考え方となる「地域ビ
ジョン」を地域協議会が主体となって策定する
ことを考えている。

1-4 地域が参画する予算づくりを検討する事

　地域内の要望を集め、地域で話し合って「地域
要望」とし、それに基づいて行政が予算提案、議
会の議決を経て、行政が執行するという、地域も
参画する地域予算づくりを検討する。

【現在の取組等】
・地域課題の解決と地域の活性化に資する地域の
実情に合った取組を実現するため、令和5年度か
ら地域独自の予算事業を導入した。
・地域独自の予算事業では、地域の団体等と市が
話し合い、一緒になって取組を練り上げることと
し、話し合った結果として、実施主体を地域の団
体又は市とした上で、予算案として議会の議決を
経る仕組みとした。
【今後の対応】
・地域独自の予算事業に基づく取組の実施状況等
を踏まえた上で、必要に応じて運用の改善を行
う。

対応 ・地域が主体的に検討・決定した地域課題の解
決策等を柔軟に実行につなげるため、「地域自
治区単位で事業を決めて実行につなげる際の財
源支援の仕組み」を創設することを考えてい
る。あわせて「各種団体が行う多様な市民活動
を支援するための公募型補助制度」の創設も考
えている。
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地域自治推進プロジェク
トでの検討状況 内容

提言内容

取組状況等

令和5年7月4日時点
【総務常任委員会所管事務調査資料】

令和7年3月時点

1-5 自治区単位のあり方を検討する事

　所謂合併前上越市では、昭和の大合併時の町村
単位に近い自治区設定を行った結果15区に分割さ
れた。その明確な理由付けが希薄である。
　また所謂13区は平成16年までの町村単位に従っ
たものであるから不自然ではないが、自治区単位
での主体性の維持が次第に困難となっている。
　そうしたことから、果たして現在の自治区設定
がこれからも相応しいものであるか、早急に検討
する必要があると考える。
　これから先も28区を維持していくなら、その明
確な存在理由を明らかにすべきであるし、自治区
の再編等を行うのであれば、大方の市民が納得す
るまで議論を尽くし実行されなくてはならない。
　地政学観点から、地域自治区を中規模モデルに
ブロック化すべきという意見もあった。それぞれ
に支所を置き、権限と責任を持つ旧町村長並みの
統治権能を持つ副市長を充て、地域経営を行う態
勢を整え、中規模合併に近い機能を持った市政運
営を担う体制に改善するという具体的な提案であ
る。
　市のガバナンスそのものに係る事であり、ここ
ではそういう意見があったと記すに留める。

【現在の取組等】
・現在の区域は、地域に暮らす市民が課題を共有
し、解決するために相互に取り組むことができる
身近な地域であり、合併前上越市の区域は、「日
常生活の中で、課題や問題意識を相互に理解し共
有することができる範囲」、「人と人とのつなが
りがあり、安心感や共感、帰属感が創出でき、協
力的な行動が広がっていく範囲」、「地縁団体等
のまとまりや、具体的な活動等が行われている範
囲」を基本として設定された経緯がある。
【今後の対応】
・区域の在り方については、少子高齢化等による
人口減少に伴い、地域自治区単位での主体性の維
持が困難になっていくことも想定しながら、地域
自治推進プロジェクトの下、地域自治の仕組みの
強化に向けて地域の団体等へのヒアリングや意見
交換等を通じ、検討していく。

対応 ・現在の区域は、地域に暮らす市民が課題を共
有し、解決するために相互に取り組むことがで
きる身近な地域であり、合併前上越市の区域
は、「日常生活の中で、課題や問題意識を相互
に理解し共有することができる範囲」、「人と
人とのつながりがあり、安心感や共感、帰属感
が創出でき、協力的な行動が広がっていく範
囲」、「地縁団体等のまとまりや、具体的な活
動等が行われている範囲」を基本として設定さ
れた経緯がある。
・住民が地域の状況を理解し共有することがで
き、住民同士のつながり、安心感や共感、帰属
感があり、相互に協力的な行動ができる身近な
地域として、現在の区域の維持を基本とするこ
とで、地域自治推進プロジェクトの下で検討し
ている。
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地域自治推進プロジェク
トでの検討状況 内容

提言内容

取組状況等

令和5年7月4日時点
【総務常任委員会所管事務調査資料】

令和7年3月時点

２．地域協議会のあり方への提言

2-1 地域協議会は存続、その権限を維持する事

　現行の地域自治区制度の継続を前提に、地域協
議会を存続させる。
　「自主的審議による意見書提出」と「市長から
の諮問への答申」の権限を維持する。

【現在の取組等】
・現行の地域自治区制度による地域協議会の設置
及びその権限を維持し、令和6年4月の委員改選を
実施する。

【今後の対応】
・地域協議会の今後の在り方については、地域自
治推進プロジェクトの下、地域自治の仕組みの強
化に向けて地域の団体等へのヒアリングや意見交
換等を通じ、検討していく。

対応 ・地域協議会を継続することを基本とし、委員
の選任方法を団体推薦と公募によることとする
ことを考えている。
・また、権限として諮問に対する答申と自主的
な審議を維持するとともに、地域ビジョンの作
成を加えることを考えている。

2-2 地域活動支援事業を廃止する事

　地域活動支援事業の審議は本来の地域協議会の
役割とは違うとともに、地域住民に責任を負わせ
る仕組みであることから、速やかに廃止する。
　継続する場合、行政はこれまで表面化した問題
点をしっかり分析するとともに、支援対象とする
活動、採択基準などについて検討する事。

【現在の取組等】
・地域活動支援事業は、地域の団体の活動に対す
る補助であり受け身の性格が強いこと、地域協議
会から同事業の審査等の一連の作業に時間を要す
ることで自主的審議に集中できないといった意見
もあったことから、令和4年度末をもって廃止し
た。
【今後の対応】
・なし

対応 ・地域活動支援事業は、令和4年度末をもって
廃止した。

2-3 自主的審議を優先的に行う事

　地域協議会は、地域住民との意識共有を図り、
地元の課題を集約し、自主的審議を進めて自治区
のやるべき事業を示す意見書を市長に提出する。

【現在の取組等】
・令和4年度末をもって地域活動支援事業を廃止
し、地域協議会が自主的審議により集中できる環
境を整えた。
【今後の対応】
・なし

対応 ・令和4年度末をもって地域活動支援事業を廃
止し、地域協議会が自主的な審議に集中できる
環境を整えた。
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地域自治推進プロジェク
トでの検討状況 内容

提言内容

取組状況等

令和5年7月4日時点
【総務常任委員会所管事務調査資料】

令和7年3月時点

2-4 地元の課題を集約する仕組みをつくる事

　地域課題の解決や目指す地域のまちづくりに関
し、地域協議会は地域に入って多様な意見を吸い
上げる機能を持つ事。市民、町内会組織、住民組
織、各種団体等、総合事務所及びまちづくりセン
ターと連携を図る仕組みを作り、地域まちづくり
の協働の要とならなくてはならない。
　なお、他にも以下の提案があった事を併記す
る。
○現在の「地域協議会」と「住民自治組織」を合
体し、一定の運営資金を持つ各自治区「住民コ
ミュニティ組織」へ移行させる。
○現行の地域協議会制度は廃止し、新たに住民自
治意識に根差した「（仮称）自前のまちづくり協
議会」に改変する。
○地域協議会を各地区にある「まちづくり振興
会」に組み入れ、「まちづくり振興会」を地域振
興の統括機関とする。

【現在の取組等】
・各地域協議会では、自主的審議の過程におい
て、地域の団体との意見交換や住民アンケート等
により、地域の多様な意見を拾い上げて議論を進
めている。
・令和6年4月の委員改選に向けて、地域の多様な
意見を把握し、議論に反映させる方策について先
行検討する。
【今後の対応】
・地域協議会の今後の在り方については、地域自
治推進プロジェクトの下、地域自治の仕組みの強
化に向けて地域の団体等へのヒアリングや意見交
換等を通じ、検討していく。

対応 ・地域の課題解決に向けて、これまで以上に地
域の多様な意見を的確に把握して対策を考え、
決定し、実行につなげることができるよう、委
員の選任方法を団体推薦と公募によることとす
ることを考えている。

2-5 それぞれの区の地域計画の策定を目指す事

　28区それぞれの歴史と伝統やその地域の特性を
活かし維持発展させていく必要がある。地域協議
会等にしかるべき権限を付与し、地域住民の声を
聞いてそれぞれの区の地域計画を作成できるよう
にする。
　市は、地域計画の実現に向けた支援を行うが、
その前提として地域協議会等の意見を聴く事。

【現在の取組等】
・市では、自治基本条例の規定に基づいて市政運
営の総合的な指針として総合計画を策定するとと
もに、各課等が所管する取組の目的に応じた各種
計画を策定・運用している。
・なお、各地域協議会において地域の活力向上に
向けた議論を進めるに当たり、委員間、地域協議
会と市の認識の共有を図るとともに、市の取組の
企画の参考とするため、「地域活性化の方向性」
を作成いただくよう、地域協議会へ依頼した。
・各地域協議会においては、地域との意見交換や
アンケート等によって地域の声を集約しながら順
次作成している。（令和6年1月に全28区作成済
み）
【今後の対応】
・地域自治に関する地区ごとの計画の策定につい
ては、地域自治推進プロジェクトの下、地域自治
の仕組みの強化に向けて地域の団体等へのヒアリ
ングや意見交換等を通じ、その必要性も含めて検
討していく。

対応 ・地域自治区として目指す姿とその実現に向け
た方策を盛り込み、地域で協議等を行っていく
上での基本的な考え方となる「地域ビジョン」
を地域協議会が主体となって策定することを考
えている。
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地域自治推進プロジェク
トでの検討状況 内容

提言内容

取組状況等

令和5年7月4日時点
【総務常任委員会所管事務調査資料】

令和7年3月時点

2-6 公募公選制による地域協議会委員の選出方法を検討する事

　公募公選制を維持しつつ、「自薦・他薦制」の
導入を検討する。
　民意をまとめ、協議し、決定する組織をつくる
ためには、準公選制のあり方をさらに考える必要
がある。
　公募に際し、一般住民のみでなく住民組織、地
域活動団体、町内会、PTAやNPOなどの自薦・他薦
を条件とする選出方法を検討する。
　委員候補者が定数を超えた場合の公選規定等
（不足補充、任命権など）は変更しない。

【現在の取組等】
・当面は現行の制度を維持する。
【今後の対応】
・地域協議会の今後の在り方については、地域自
治推進プロジェクトの下、地域自治の仕組みの強
化に向けて地域の団体等へのヒアリングや意見交
換等を通じ、検討していく。

対応しない ・委員の選任方法を「団体からの推薦」と「公
募」によることとし、団体については、地域の
状況に応じて、地域コミュニティ（住民組織、
町内会）を始め、若者、女性、子ども、福祉、
農林業や商工業、観光、文化などの分野を想定
している。
・公募委員の選任については、選任投票は行わ
ず、書類審査によって決定することを考えてい
る。

2-7 幅広い世代、女性の参画を図る事

　まちづくりの当事者はあくまで地域の住民とい
う視点からも、幅広く人材を得る必要がある。地
域協議会委員は、地域や男女比、年齢等も考慮し
た多様性を保障した構成にするべきである。依っ
て行政の責任において、委員の多様性を図る。
　クォーター制の導入についても研究する事。

【現在の取組等】
・令和6年4月の委員改選に向けて、地域の多様な
意見を把握し、議論に反映させる方策について先
行検討する。
【今後の対応】
・地域協議会の今後の在り方については、地域自
治推進プロジェクトの下、地域自治の仕組みの強
化に向けて地域の団体等へのヒアリングや意見交
換等を通じ、検討していく。

対応 ・選任に当たっては、年齢、性別のバランスを
考慮し、推薦又は応募の条件を設けるなどの工
夫を検討する。

2-8 行政のサポートのあり方を明確化する事

　地域協議会の自主性を重んじながら、それを支
える行政のサポート体制を強化する。

【現在の取組等】
・総合事務所とまちづくりセンターが地域協議会
の事務局として、会議の開催や研修の実施、意見
交換の調整等の事務を担っている。
【今後の対応】
・総合事務所とまちづくりセンターの今後の在り
方については、地域自治推進プロジェクトの下、
地域自治の仕組みの強化に向けて地域の団体等へ
のヒアリングや意見交換等を通じ、検討してい
く。

対応 ・総合事務所及びまちづくりセンターの在り方
については、地域協議会等の他の検討項目の在
り方に応じて必要な体制を整えていくこととし
ているが、まずは地域の団体等とかかわる機会
を十分に確保するとともに、地域課題の解決に
向けて適切な支援を行うことができるよう、集
落づくり推進員の配置を拡充することを考えて
いる。
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地域自治推進プロジェク
トでの検討状況 内容

提言内容

取組状況等

令和5年7月4日時点
【総務常任委員会所管事務調査資料】

令和7年3月時点

2-9 地域協議会委員のスキル向上を図る事

　地域協議会委員がその地域の代弁者であるため
には、地域に入って常に声なき声を聞き、課題を
見出し、理論構築し、議論を尽くせる能力をさら
に身につけていただきたい。
　委員のスキル向上の為、講習や研修、視察など
の機会を、予算付けも含み明確に担保する。ま
た、会長を対象としたリーダー研修を行う事も求
める。

【現在の取組等】
・現状では、地域協議会が地域の課題解決のため
の議論を行う上で必要な知識や情報を得たり、共
通認識を持ったりするための研修の実施を可能と
しており、各地域協議会において自主的に研修が
実施されている。
【今後の対応】
・地域協議会の今後の在り方については、地域自
治推進プロジェクトの下、地域自治の仕組みの強
化に向けて地域の団体等へのヒアリングや意見交
換等を通じ、検討していく。

対応 ・令和6年5月の委員改選を契機とし、より充実
した地域協議会の運営に向け、正副会長を対象
としたファシリテーション研修を実施したほ
か、地域協議会ごとに話合いのスキルアップ研
修を実施している。

2-10 地域協議会委員への費用弁償等のあり方を検討する事

　地域協議会は自分たちのまちを自分たちでつく
るための組織である。したがって報酬というかた
ちではなく、あくまでボランティアであることが
望ましい。しかし現行の費用弁償は少なすぎると
いう声もある。
　費用弁償のあり方、交通費及び調査研究費等の
あり方を検討する事。

【現在の取組等】
・費用弁償については、会議等の出席に伴う移動
に係る経費として定額を一律で支給している。
【今後の対応】
・調査研究費等の在り方については、地域自治推
進プロジェクトの下、地域自治の仕組みの強化に
向けて地域の団体等へのヒアリングや意見交換等
を通じ、検討していく。

対応 ・地域協議会委員という身分を持つことに伴
い、事前の調査や研究、各種会合への参加など
の日常的な活動が生じることに係る基本給的な
性格を持つものとして、年額報酬を支給するこ
とを考えている。
・費用弁償については、会議等の出席に伴う移
動に係る経費（交通費相当額）として支給を継
続することを考えている。

2-11 議会との協働を図る事

　全市的案件については市議会が責任をもって審
議するが、市民や地域の声をしっかり受け止める
ことが重要である。その為地域協議会が自主的審
議をした意見書は市議会も受け取れる仕組みとす
る。
　また地域協議会が自主的審議で全市的案件を審
議した場合は、議会へ意見要望書を提出できる仕
組みとする。

【現在の取組等】
・現状では、市議会からの要請を受け、諮問に対
して附帯意見のついた答申や意見書、これに対す
る市からの通知等については、市から市議会へ情
報提供している。
【今後の対応】
・なし

対応しない ・現在、市議会からの要請を受け、意見書や諮
問に対して附帯意見のついた答申などは、市か
ら市議会へ情報提供している。
・地域協議会は市長の附属機関であり、市長と
市議会との関係性（二元代表制の下で相互に独
立）の観点から、地域協議会から市議会に対し
て直接、意見や要望を行うことは考えていな
い。
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地域自治推進プロジェク
トでの検討状況 内容

提言内容

取組状況等

令和5年7月4日時点
【総務常任委員会所管事務調査資料】

令和7年3月時点

2-12 複数の自治区に跨る市政運営のあり方を検討する事

　上越市の地域自治・住民自治が目指しているも
のは、地域の自主自立であり、主体者である住民
や地域による「地域主権（住民主体）」のまちづ
くりである。
　だが人口減少が進む中、公共施設の配置、学校
経営など、人口の少ない区では厳しい状況になっ
てきているところがあり、いかに地域を維持して
いくかが喫緊の課題となってきた。区を超えた一
定のエリアによる市政運営の在り方の検討をしな
くてはならない。
　28ある地域自治区を地政学的にまとめる所謂ブ
ロック化を検討するべきであるという意見があっ
たことを記す。

【現在の取組等】
・全市的な公共施設の適正配置を計画的に進める
とともに、教育委員会が所管する小中学校に関し
ては、児童生徒の望ましい学習環境の確保のた
め、区域を越えた統合の議論が進んできている。
【今後の対応】
・区域の今後の在り方については、地域自治推進
プロジェクトの下、地域自治の仕組みの強化に向
けて地域の団体等へのヒアリングや意見交換等を
通じ、検討していくこととしており、その際に
は、市政運営の在り方にも留意する。

対応 ・地域自治推進プロジェクトにおいて、地域自
治の仕組みの強化に向けて、区域や地域協議
会、地域の団体などについて総合的に検討して
いく中で、提言についても参考とする。
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地域自治推進プロジェク
トでの検討状況 内容

提言内容

取組状況等

令和5年7月4日時点
【総務常任委員会所管事務調査資料】

令和7年3月時点

３．総合事務所のあり方への提言

3-1 13区の総合事務所の機能集約及び機能分担を図る事

　13区の総合事務所のあり方を、行政サービスの
充実と事務所機能の充実、ふたつの観点で再検討
し、機能集約及び機能分担を明確にする。

（3つの基幹事務所への機能集約）
　13区において、柿崎区、浦川原区、板倉区の総
合事務所を基幹事務所とし、現在分散している機
能のうち、3つの基幹事務所に集めることで行政
サービスがより充実しかつスピードアップできる
ものを機能集約する。
　3つの基幹事務所を、それぞれ頸北基幹事務
所・東頸基幹事務所・頸南基幹事務所と呼称す
る。
　ただ災害対策の強化と市民の安心を主目的に行
われた産業建設グループの集約は、むしろ地域住
民の不安を高めているとの声がある。産業建設グ
ループの集約も含め、真に市民サービスに結びつ
く集約とは何か、検証かつ検討しなくてはならな
い。

【現在の取組等】
・なし
【今後の対応】
・総合事務所とまちづくりセンターの今後の在り
方については、地域自治推進プロジェクトの下、
地域自治の仕組みの強化に向けて地域の団体等へ
のヒアリングや意見交換等を通じ、検討してい
く。

一部対応 ・「事務所機能の充実」について、地域協議会
等の他の検討項目の在り方に応じて必要な体制
を整えていくこととしているが、まずは地域の
団体等とかかわる機会を十分に確保するととも
に、地域課題の解決に向けて適切な支援を行う
ことができるよう、集落づくり推進員の配置を
拡充することを考えている。
・3つの基幹事務所への機能集約については、
地域自治推進プロジェクトでの検討を踏まえ、
行政サービスの提供という観点から必要に応じ
て検討していく。
・上記の取組、検討や時代に合った行政サービ
スの提供方法等を踏まえた中で、各区総合事務
所に必要な機能を検討していく。

（13区の地域事務所及び支所の維持）
　13区の市民は遍く身近なところで行政サービス
を提供してくれる総合事務所であることを望んで
いる。
　総合事務所という名称は、上越市自治基本条例
で都市内分権を進める機関として明記されている
地域事務所の役割と、行政の支所（出張所）を併
せ持つ事から名付けられている。
　したがって上記のように機能集約を行ったにし
ても、各区に「地域事務所」を残し、地域事務所
プラス支所（出張所）という機能を分担し持ち続
けることがふさわしい。

【現在の取組等】
・なし
【今後の対応】
・総合事務所とまちづくりセンターの今後の在り
方については、地域自治推進プロジェクトの下、
地域自治の仕組みの強化に向けて地域の団体等へ
のヒアリングや意見交換等を通じ、検討してい
く。

対応 ・地域協議会等の他の検討項目の在り方に応じ
て必要な体制を整えていくこととしているが、
まずは地域の団体等とかかわる機会を十分に確
保するとともに、地域課題の解決に向けて適切
な支援を行うことができるよう、集落づくり推
進員の配置を拡充することを考えている。
・上記の取組や時代に合った行政サービスの提
供方法等を踏まえた中で、各区総合事務所に必
要な機能を検討していく。
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地域自治推進プロジェク
トでの検討状況 内容

提言内容

取組状況等

令和5年7月4日時点
【総務常任委員会所管事務調査資料】

令和7年3月時点

3-2 すべての総合事務所において地域自治・住民自治を支える権能を強化する事

　自治基本条例にある市民と行政がともに政策決
定する協働の理念を達成出来るよう、総合事務所
の権能を強化し、今以上に市民に信頼される仕組
みとする。
　これから先各区で地域計画が策定され独自予算
が組まれるとして、それは地域協議会を核とした
住民自治組織だけの力ではなかなか難しい。行政
スキルを持つ総合事務所の力がどうしても必要に
なる。すべての総合事務所において地域自治・住
民自治を支える権能を強化する検討を行わなくて
はならない。

（総合事務所の2つの権能への理解と充実を図
る）
　総合事務所には、「地域自治・住民自治の行政
側の最前線」と「住民サービスの拠点」という二
つの権能がある。その権能のあり方を、行政内、
総合事務所内、さらには地域住民に理解してもら
えるよう努めなくてはならない。その上でそれぞ
れの充実をめざす。

【現在の取組等】
・地域独自の予算事業については、地域課題の解
決と地域の活性化に資する地域の実情に合った取
組を実現するための取組を提案いただくものであ
り、地域計画がなければ予算編成できないもので
はない。
【今後の対応】
・総合事務所とまちづくりセンターの今後の在り
方については、地域自治推進プロジェクトの下、
地域自治の仕組みの強化に向けて地域の団体等へ
のヒアリングや意見交換等を通じ、検討してい
く。

対応 ・地域協議会等の他の検討項目の在り方に応じ
て必要な体制を整えていくこととしているが、
まずは地域の団体等とかかわる機会を十分に確
保するとともに、地域課題の解決に向けて適切
な支援を行うことができるよう、集落づくり推
進員の配置を拡充することを考えている。

（総合事務所長の権能強化）
　総合事務所長の権能を強化する事。
　地域の方向性を定め、独自の地域計画及び独自
予算を立てて自主自立を図る事を前提に考える
と、地域協議会での集約を経たうえでの立案化、
予算建、執行を行うにあたって、現在の総合事務
所長の権能を大幅に強化する必要がある。
　地域、住民、自治組織、地域協議会等の声を聞
き、行政側の最前線として的確な判断とスピード
感のある対応が求められ、それに必要な権能を付
与する。

【現在の取組等】
・地域独自の予算事業では、地域の団体等からの
提案のほか、総合事務所とまちづくりセンターに
よる立案も可能であるとともに、木田庁舎各課と
同様、地域自治区内の取組を総合事務所として予
算要求できる仕組みとしている。
【今後の対応】
・総合事務所とまちづくりセンターの今後の在り
方については、地域自治推進プロジェクトの下、
地域自治の仕組みの強化に向けて地域の団体等へ
のヒアリングや意見交換等を通じ、検討してい
く。

対応 ・地域課題の解決と地域の活性化に資する地域
の実情に合った取組を実現するため、地域の団
体や地域協議会と総合事務所等が一緒になって
話し合い、企画、実行する仕組みとして令和6
年度から地域独自の予算事業を導入した。
・総合事務所等の在り方については、地域協議
会等の他の検討項目の在り方に応じて必要な機
能と体制を検討する。
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地域自治推進プロジェク
トでの検討状況 内容

提言内容

取組状況等

令和5年7月4日時点
【総務常任委員会所管事務調査資料】

令和7年3月時点

3-3 すべての総合事務所において地域自治・住民自治を支える権能を強化する事

（職員体制の最適化・職員能力の向上）
　今以上に地域に寄り添い、住民に信頼される職
員を育み、能力を高めていく事が組織最適化につ
ながる。
　適正な職員の数を確保するとともに、様々な住
民組織を繋ぐ要としての役割を果たすため、職員
が区の実情を熟知できるノウハウの確立、ファシ
リテーション力や計画策定・予算化する力などさ
まざまなスキルの向上が求められる。

【現在の取組等】
・第4次定員管理計画に基づき、必要な職員数を
計画的に確保している。
・地域自治に係る職員研修や担当者会議の実施に
より必要な知識を習得するとともに、地域独自の
予算事業を活用した様々な取組に関して、地域の
団体と総合事務所等の職員が一緒になって企画か
ら実践まで取り組むことを通じて、双方の企画力
や実行力の向上につながるよう取り組んでいる。
【今後の取組】
・総合事務所とまちづくりセンターの今後の在り
方については、地域自治推進プロジェクトの下、
地域自治の仕組みの強化に向けて地域の団体等へ
のヒアリングや意見交換等を通じ、検討してい
く。
・令和5年2月に作成した「上越市人事改革の方
針」において、目指す方向性の一つに「地域を知
り市民と共に考え行動する職員」を掲げ、職員研
修等による人材育成等を進めていくこととしてい
る。具体的な取組として、能力開発研修の拡充や
公務外での地域活動の推奨等を実施していく。

対応 ・人事改革の方針に基づいた職員研修等の受講
のほか、地域自治に係る職員として、様々な立
場や価値観等からなる住民との間で話し合いを
円滑かつ効果的に進めるためのファシリテー
ション研修や持続可能な地区別まちづくりに係
る地元関係図の活用手法の共有に向けた研修な
どを受講し、スキル向上を図っている。

（自治の担い手の育成）
　総合事務所は、十分な予算と体制を用意し、地
域協議会や住民組織等を育成、支援し、持続可能
な地域をつくるための人材を育てていく事。
　行政の押しつけでなく自主自立のまちづくりの
ため、地域の課題を知り、自ら考え、自ら実行す
る力を持ち、行政と調整する能力を発揮できる人
材を、自治区内外問わず発掘し育成していくの
は、総合事務所の重要な役割と考える。

【現在の取組等】
・地域自治に係る職員研修や担当者会議の実施に
より必要な知識を習得するとともに、地域独自の
予算事業を活用した様々な取組に関して、地域の
団体と総合事務所等の職員が一緒になって企画か
ら実践まで取り組むことを通じて、双方の企画力
や実行力の向上につながるよう取り組んでいる。
【今後の取組】
・総合事務所とまちづくりセンターの今後の在り
方については、地域自治推進プロジェクトの下、
地域自治の仕組みの強化に向けて地域の団体等へ
のヒアリングや意見交換等を通じ、検討してい
く。

対応 ・地域協議会等の他の検討項目の在り方に応じ
て必要な体制を整えていくこととしているが、
まずは地域の団体等とかかわる機会を十分に確
保するとともに、地域課題の解決に向けて適切
な支援を行うことができるよう、集落づくり推
進員の配置を拡充することを考えている。
・住民組織に対して、それぞれの実情に応じて
人材面、資金面の支援を行うとともに、専門的
なアドバイスの提供や組織同士の連携促進、研
修の実施等を通じて、住民組織の意識啓発と地
域の担い手となるリーダー育成に併せて取り組
んでいくことを考えている。
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安塚区地域協議会運営に関する内規 

 

 

１ この内規は、上越市地域自治区の設置に関する条例（平成 20年 2月 6日条

例第 1号、以下「条例」という。）第 8条第 4項の規定により、安塚区地域協

議会の運営に関し必要な事項を定める。 

 

２ 会議の招集は、原則月 1回程度とし、開会時刻はその都度協議する。 

 

３ 会議は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議する事項を示して招集

するものとする。 

 

４ 条例第 8条第 1項第 2号の規定による会議の招集は、4人以上の委員から請

求があった場合とする。 

 

５ 会議の会場は、安塚区総合事務所又は安塚コミュニティプラザとする。 

 

６ 会議の座席は、1 番会長、2 番副会長とし、3 番以降は告示順（あいうえお

順）とする。 

 

７ 議長である会長が欠席した場合、副会長が議長を務める。 

⑵ 会長、副会長共に欠席した場合、出席した委員全員で協議し、議長臨時代理

を選出する。 

 

８ 上越市審議会等の会議の公開に関する条例第 9 条第 2 項に規定する傍聴人

の定員は 10人とする。 

 

９ 上越市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則第 5 条第 2 項に規定す

る会議録の確認は、会長が行う。会長が欠席した場合、当該会議の議長を務め

た委員がこれを行う。 

 

10 安塚区地域協議会が独自に審議する事項を委員が事前に提案する場合に用

いる様式は様式 1 のとおりとし、必要に応じて会議開催日の 1 週間前までに

事務局に提出するものとする。 

⑵ 会長は、前号の届出があった場合は、会議に諮り、自主的に協議する事項と

するかどうかを決定する。 

 

11 会議は、次に掲げる事項に該当する場合、書面により審議を実施する。実施

に係る判断は会長が決定する。 

⑴ 委員の生命の危険又は健康を害する恐れがあり、会議を招集できない場

合または招集することが適当ではない場合 

 

参考資料 
令和 7 年度第 1 回安塚区地域協議会 

令和 7年 4月 22日 



⑵ ⑴の場合により、当該案件について、会議を招集し、審議するいとまがな

い場合 

⑶ その他、⑴及び⑵に類するとして会長が認める場合 

 

12 書面による審議の表決は、委員の過半数の意思表示をもって会議の議決が

あったものとみなす。可否同数のときは、会長の決するところによる。 

⑵ 附帯意見の取扱いについては、会長が決定する。 

 

13 地域協議会だよりは、原則として前期・後期の年２回発行し、各編集委員は

地域協議会の座席で決定する。また、原案の作成は編集委員が行い、事務局で

レイアウトなどの作業を行い発行する。 

 

14 その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で決定し定めるものとする。 

 

 

令和 6年 5月 23日 

 

                          安塚区地域協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１ 

 

 

安塚区地域協議会審議依頼書 

 

安塚区地域協議会 

委 員 氏 名 
 

審

議

依

頼

事

項 

件  名 
 

内  容 

 

区  分 

□ 地域における懸案事項への対応に関すること 

□ 地域の振興に関する課題への対応に関すること 

□ 新市建設計画の計画的かつ円滑な推進に関すること 

□ その他（                   ） 

依頼年月日 令和   年   月   日 

資料公開 □可       □否 

※この資料は、会議録とともに会議資料として一般に公開いたします。公開した

くない場合は、上記「資料公開」欄の否の□にチェックを入れてください。 

 日頃から地域の方々から聞いていることや思ったことについて結構ですので、

気がついたことを自由に記入ください 

※事務局使用欄 

 

 

※ 依頼書番号 会 長 

  


